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第三セクターの経営評価について 

 

 

１ 対象法人 

  ・県の出資等の比率が２５％以上の２８法人 

・株式会社：１３法人、公益法人等：１５法人 

 

２ 経営概要書 

（１）法人の概要 

  ・主な出資（出捐）者、設立目的、事業概要等を記載 

・「１ 公共的役割」の評価項目において参考とする法人の事業が位置付け

られている法令又は県計画を記載 

 

（２）令和元年度事業実績 

  ・令和元年度の事業の実施状況を記載 

  ・「３ 事業実施」の評価項目において参考とする事業目標（数値目標）の 

達成状況を記載     

 

（３）組織 

  ・役員及び職員の状況を記載 

  ・「２ 組織体制」の評価項目において参考とする取締役会又は理事会の開

催状況、役員の就任状況（常勤・非常勤、充て職等）及び職員の配置状

況（プロパー、出向等）を記載 

 

（４）財務 

  ・令和元年度の決算状況を記載 

  ・「４ 財務状況」の評価項目において参考とする損益又は収支均衡の状況

（財務諸表の内容）を記載 

 

（５）県の財政的関与の状況 

  ・県からの補助金、委託費及び指定管理料の内容を記載 

  ・「４ 財務状況」の評価項目において参考とする貸付金等の財政支援の内

容を記載 
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３ 経営評価表 

  ・評価項目は、「１ 公共的役割」、「２ 組織体制」、「３ 事業実施」及び

「４ 財務状況」の４項目 

  ・評価項目ごとの評価基準は、別添「第三セクターの経営評価に関する実

施要綱」のとおり 

 

（１）自己評価 

  ・法人自らが、実施要綱の評価基準に基づき行った経営評価の結果を記載 

 

（２）所管課評価 

  ・第三セクターを指導監督する所管課が、実施要綱の評価基準及び法人に

よる自己評価に基づき行った経営評価の結果を記載 

 

（３）外部専門家のコメント 

  ・公認会計士による財務状況の分析結果を記載 

  ・財務面や事業実施面からの改善視点（改善余地）を記載 

 

（４）委員会評価 

  ・第三セクターのあり方に関する検討委員会が、実施要綱の評価基準、法

人による自己評価、所管課評価及び外部専門家のコメントを基に行った

経営評価の最終結果を記載 
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法人一覧

株式会社 公益法人等

番号 頁 番号 頁

1 4 1 30

2 6 2 32

3 8 3 34

4 10 4 （公社）秋田県農業公社 36

5 12 5 38

6 14 6 40

7 16 7 42

8 18 8 44

9 20 9 46

10 22 10 48

11 24 11 50

12 26 12 52

13 28 13 54

14 56

15 58（公財）暴力団壊滅秋田県民会議

（株）秋田県食肉流通公社 （一財）秋田県資源技術開発機構

（株）マリーナ秋田 秋田県土地開発公社

（一財）秋田県建築住宅センター

由利高原鉄道（株） （公財）秋田県林業労働対策基金

大館能代空港ターミナルビル（株） 秋田県信用保証協会

（株）秋田県分析化学センター （公財）あきた企業活性化センター

秋田臨海鉄道（株） （公財）秋田県栽培漁業協会

秋田空港ターミナルビル（株） （公財）秋田県木材加工推進機構

秋田内陸縦貫鉄道（株） （公財）秋田県林業公社

（株）秋田ふるさと村 （公財）秋田県生活衛生営業指導センター

十和田ホテル（株）

（株）男鹿水族館 （公社）秋田県青果物基金協会

法　人　名 法　人　名

田沢湖高原リフト（株） （公財）秋田県国際交流協会

（株）玉川サービス （公財）あきた移植医療協会
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収
内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費

指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

田沢湖高原リフト　株式会社 （株１）

代表者職氏名 代表取締役社長　東海林　文和 所管部課名 観光文化スポーツ部観光戦略課
所在地 仙北市田沢湖生保内字下高野73-2 設立年月日 昭和44年7月22日

電話番号 0187-46-2011 ホームページ www.tazawako-ski.com
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 179,250 45.8%
仙北市 62,600 16.0%
羽後交通(株) 48,500 12.4%
その他84団体 101,375 25.9%
合計 391,725 100.0%

設立目的 スポーツおよびレクリエーション活動振興を図り、もって県民の健康増進および観光の振興に資する。

事業概要 ・旅館業・特殊索道事業・食堂・売店・レンタルスキー・スキースクール

事業に関連する
法令、県計画

なし

スキー場は、雪不足のため12月27日と遅いオープンとなったものの、周辺のスキー場が少雪で営業できず、小中学校の新規ス
キー教室が増えたことや、全国レベルのスキー大会、モーグルワールドカップの開催などにより、2月末時点では昨年並みの利
用者数となった。しかし、3月は新型コロナウイルス感染症の影響により前期比で4割以上の減少となり、利用者数は87.5％と
なった。スポーツセンターも新型コロナウイルス感染症の影響で4月～5月の宿泊者がゼロとなり、宿泊者数は前期比66.4％と
なった。全体の売上高は前期比▲65,446千円となり、当期損益は▲15,979千円となった。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 100 100 95 90
実績 93 93 81 －
目標 410,000 400,000 396,000 348,159
実績 377,682 393,107 327,661 －
目標 78 80 80 80
実績 76 80 79 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 10 11

2 2 1 1
1 1 39.5

3
5 5 1 1 17 18 10.0 

71
1 1 27 29
7 7 2 2 2,831
2 2 2,509

5 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
393,107 327,661 115,341 108,518
48,605 34,587 163,713 141,388

344,502 293,074 279,054 249,906
340,740 323,030 18,421 15,096
165,440 148,994

3,762 △ 29,956 33,667 23,823
8,666 14,305 18,312 13,632

220 323 52,088 38,919
12,208 △ 15,974 391,725 391,725
1,152 3,174 △ 164,759 △ 180,738
6,167 226,966 210,987
4,319 3,179 279,054 249,906
2,874 △ 15,979

要支給額 引当額 引当率(%)
7,719 3,400 44.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

103.1% 95.5% △ 7.6
626.1% 718.9% 92.7
81.3% 84.4% 3.1
10.3% 8.7% △ 1.6

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

29,122 28,873 田沢湖スポーツセンター指定管理業務・玉川園地駐車場指定管理業務

主な出資
（出捐）者

入場者数(千人)

売上高(千円)

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職共済制度へ加入しているが、
　要支給額は、それを除いた分。

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

田沢湖高原リフト　株式会社 （株１）

B A B B

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

お客様の声に耳を傾けることを基本に、アンケート等によりニーズを把握し、サービスの向上に努めた。スキー場とスポーツセンター
が連携して学校や旅行エージェント等を訪問し、スキー教室や学校研修のPRを行うなど、効率的な営業活動を展開した。また、地元
宿泊関係者等と連携し、全国規模のスキー大会等の誘致に取り組んだ。財務面では数値目標を設定のうえ部門ごとの予算管理を徹
底し、月次や四半期ごとの執行状況の分析を行い、販売管理費をコントロールし、管理型の執行管理に努めた。

A

スキー場では、国際ス
キー連盟、全日本ス
キー連盟、秋田県ス
キー連盟の公式行事や
県内小中学校のスキー
教室、園児の雪遊び等
を実施した。田沢湖ス
ポーツセンターでは、
野外学習や各種スポー
ツ大会等を開催するな
ど、公的役割を担っ
た。

A

取締役会は計5回開
催。常勤の取締役2
名、監査役1名を配置
し、責任体制を明確化
したうえで、社内運営
会議を毎週開催し、業
務運営方針を共有し
た。また、企画営業会
議を開催し迅速な営業
活動の実施に努めたほ
か、安全会議や冬季ス
タッフ会議を開催し、
情報共有を図った。

A

記録的な雪不足によりス
キー場の営業開始が大幅に
遅れるなど厳しい状況下で
はあったが、第3四半期まで
は各種事業はほぼ計画通り
実施され、利用者も前年並
みで推移した。しかし新型
コロナウイルス感染症拡大
により、3月以降は各種大会
や学校研修がほぼ中止に追
い込まれ、スキー場利用者
は、81,487人(前年比
87.5％)と前年を下回り、ス
ポーツセンターの宿泊者数
も、12,432人(前年比
66.4％)と大きく減少した。

B

今期の純損益は、15,979
千円の赤字となった。経
費の効率化や営業の強化
により、第3四半期まで
は前年を上回る状況で推
移したが、新型コロナウ
イルス感染症拡大による
影響が甚大で、コストの
削減や要員配置の見直し
を図り、国や県の各種支
援制度も最大限活用した
が、大幅な売上高の減に
追いつかなかった。

B

県関与の縮小に位置づ
けられている法人であ
るが、スキー連盟の公
式行事や、学校のス
キー教室を開催するな
ど一定の公共的役割を
担っている。

A

取締役会は5回開催さ
れており、法定回数を
満たしている。常勤の
役員及び職員がおり体
制は整っている。充て
職の役員も取締役会に
出席している。

B

近年にないほどの雪不足
や新型コロナウイルス感
染症の影響を大きく受
け、スキー場入場者数や
売上高は目標に届かな
かった。顧客満足度は目
標と同水準であり、引き
続き向上に向けて取り組
んでもらいたい。

C

累積損失があるが、新型
コロナウイルス感染症の
影響もあって単年度損益
は赤字に転じた。

前年度は「経営改善アクションプラン」を策定し、それを実行に移すことにより黒字を達成することができ
た。当年度はさらに、目標の達成に向けた戦略と具体的な実施計画を立て、部門ごとに月次収支計画と実績比
較分析を行うことにより、収支の改善に努めている。業種的に季節的な影響を受けやすい中、当年度も黒字を
継続していくことができるかと思われたが、3月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受け、残念ながら赤
字となった。決算期が5月であることから、受けた影響は大きい。次の本格的なシーズンまで時間があること
から、新型コロナウイルス対策を検討すると同時に、将来を見据えて中・長期計画を立て、今後は継続的に収
支を均衡させていくことができるような業務運営を実施していくことが必要である。なお、従来より退職給付
引当金の計上不足があり、昨年度から積み立てを行っているが、経営概要書によると、当年度末現在も約4百
万円の引当不足がある。

B

三セクの行動計画上は
「県が直接民間企業に
委託することが可能な
事業を主たる事業とし
ている法人」に位置づ
けられているが、一定
の公益的な役割は果た
している。当面は累積
損失の解消に向けて
サービスの維持・向上
への取組強化が求めら
れる。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制が整ってい
る。

B

3項目全てで目標達成と
ならなかったものの、目
標値の8割の水準には達
した。

C

決算期が5月であること
から、3月以降新型コロ
ナウイルス感染症の影響
を大きく受け、赤字と
なった。累積損失もある
ため、中･長期的に経営
を改善していくことが求
められる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

株式会社　玉川サービス （株２）

代表者職氏名 代表取締役社長　門脇　光浩 所管部課名 観光文化スポーツ部観光戦略課
所在地 仙北市田沢湖玉川字渋黒沢国有林3014林班 設立年月日 平成3年10月22日
電話番号 0187-58-3130 ホームページ －

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 5,000 50.0%
(株)玉川温泉 3,100 31.0%
仙北市 1,000 10.0%
(株)玉川温泉クアハウス生命の泉 900 9.0%
合計 10,000 100.0%

設立目的
秋田県のリゾート構想に基づき、玉川重点整備地区に民間宿泊施設及び自然公園施設が整備されることから、
地区内の県有基盤施設の維持管理や給排水・給排湯施設の整備運営等を目的に、秋田県、仙北市、進出企業の
出資により平成３年10月設立。

事業概要
新玉川リゾート地区進出企業に対する玉川温泉の源泉供給管理及び給排水施設の運営管理、県営施設の指定管
理等。

事業に関連する
法令、県計画

「北緯40度シーズナルリゾート秋田」計画（指定区域）

  営業施設が新玉川温泉のみであり、主要収入である水道使用料（企業負担金収入）が減収となったが、除雪車両更新により整
備費用の削減ができたことなど経費全般の削減ができたことで増益となった。
　水道関連施設については、優先する工事の見直しを行い、経営の安定を図った。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 10,000 9,000 10,500 10,000
実績 8,004 10,022 9,080 －
目標 98,000 110,000 110,000 90,000
実績 105,527 117,591 126,746 －
目標 86 86 87 87
実績 86 91 86 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2

1 1
-

-
4 4 1 1 1 1 -

-
1 1 1 1
5 5 1 1 -
1 1 -

5 4

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
29,622 28,740 24,924 27,267

388 194
29,622 28,740 25,312 27,461
29,192 28,029 14,258 15,561
5,733 5,670

430 711
2 2

14,258 15,561
432 713 10,000 10,000

463 1,054 1,900
11,054 11,900

167 331 25,312 27,461
265 845

要支給額 引当額 引当率(%)
0 0

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

101.5% 102.5% 1.1
174.8% 175.2% 0.4
43.7% 43.3% △ 0.3
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

4,818 5,531 基盤施設維持管理業務及び基盤道路除雪業務
4,724 4,620 県営玉川温泉ビジターセンター指定管理

主な出資
（出捐）者

ビジターセンター来場者数（人）

給水量（㎥）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

株式会社　玉川サービス （株２）

A B A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

  主要収入である水道使用料（企業負担金収入）が減収となったものの、除雪車両の更新による整備費用の削減をはじめ経費全般
の削減を行い、増益となった。
　修繕関係では、計画で予定されていた浄水場の屋根工事や排水処理場ポンプの追加交換等が必要になったが、優先順位を再検
討し水道事業の運転に必要な修繕は行いつつ修繕計画の見直しを行うことで経営の安定を図った。

A

秋田県の「北緯40度
シーズナルリゾート秋
田」の地域指定を受
け、秋田県で整備した
施設の維持・水道事業
の運営管理を行ってお
り、公共的な役割を
担っている。

A

主たる業務と兼務であ
るが、組織体制は整っ
ている。取締役会を法
定回数開催している。

B

事業目標であるビジター
センターの顧客満足度
（98.9％）、来場者数
（86.4％）は目標達成で
きなかった。給水量
（107.8％）は目標を上
回っている。

A

今期は減収増益ではある
が、単年度黒字を達成
し、累積損失もない。

A

県のリゾート構想に基
づき新玉川地区に整備
をした施設の維持管理
を行っており、また同
地区の施設に対して上
水道の供給を行うな
ど、公共的役割を担っ
ていると認められる。

B

取締役会は4回開催さ
れており、法定回数を
満たしている。常勤の
役員がおり、充て職の
役員も取締役会に出席
している。

B

給水量においては目標値
を上回っているものの、
ビジターセンター来場者
数及び顧客満足度指数に
おいて目標を下回った。 A

単年度の経常損益が黒字
であり、累積損失もない
ことからＡ評価とする。

昨年度よりやや減収となったが、車両修繕費が減少したことにより黒字を確保することができた。継続して
利益を計上できているが、経常利益自体はここ3年間、156千円、432千円、そして今期713千円と決して高い
水準ではない。借入金がなく流動比率も175％と高いため、財務基盤は安定しているようにみえるが、利益剰
余金が1,900千円と少なく、まだ十分な状況とは言えない。今後設備の交換や修繕等の支出も予想されるた
め、収入が伸びないのであれば、黒字を維持していくためにはより一層の経費削減等が必要になると考え
る。

A

三セクの行動計画上は
「県出資の経緯や県の
施策上の問題等によ
り、直ちに県関与の縮
小・廃止を図ることが
困難な法人」に位置づ
けられている。県が策
定したリゾート構想に
基づき、指定地域内の
施設に対する水道及び
温泉の供給等を行って
おり、引き続き安定し
た事業実施が望まれ
る。

B

常勤の役員はいるが、
常勤の職員はいない。

B

給水量、目標を達成した
が、ビジターセンター来
場者数及び顧客満足度指
数の２項目において、8
割以上の水準には達して
いるものの、目標値を下
回った。

A

昨年度よりやや減収と
なったものの、単年度で
の経常黒字を少額ながら
連続して確保しており、
累積損失もない。
将来の修繕計画を見据え
ると、現状の利益剰余金
では十分と言えないた
め、負担に備え、今後も
黒字を維持していくこと
が求められる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金

委託費

指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

株式会社　秋田ふるさと村 （株３）

代表者職氏名 代表取締役社長　粟津　尚悦 所管部課名 観光文化スポーツ部観光戦略課
所在地 横手市赤坂字富ケ沢62－46 設立年月日 平成5年5月18日
電話番号 0182-33-8800 ホームページ http://www.akitafurusatomura.co.jp

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 250,000 50.5%
横手市 54,000 10.9%
羽後交通(株) 50,000 10.1%
その他3市町村、26団体 141,000 28.5%
合計 495,000 100.0%

設立目的
本県の文化遺産の継承，新たな郷土文化の創造拠点として、この二つの機能を充分に生かし相乗効果による県
民文化の向上と地域産業の振興を図ることを目的に県等の出資により設立。

事業概要 秋田ふるさと村の管理運営
事業に関連する
法令、県計画

なし

「開村25周年」を様々な媒体により発信するなどして存在感・注目度の向上に努めたほか、地元メディアとの共催という新たな
手法により大型のデジタルアートイベントを実施した。さらに県や市町村等とも連携し、音楽や健康・スポーツ、食など、広範
な分野の事業を展開した。また、初めてJAや法人会と調整を図り交通安全ミュージカルやコンサートを誘致するなど、連携拡大
にも努めた。インバウンド誘致にも力を入れ、前年比1.4倍の６千人が来場した。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡
大により３月だけで入村者が前年度同月比３万人近くも減少するなど大きな影響を受け、最終入村者は59万7千人となり、目標
である61万人の達成には至らなかった。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 299,523 318,013 317,483 175,593
実績 301,352 348,687 288,388 －
目標 610,000 610,000 610,000 340,000
実績 576,857 655,495 597,368 －
目標 84 83 82 82
実績 82 81 82 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 19 20

1 1
1 1 44

2
7 7 1 1 13 13 16.8

64
1 1 32 33
8 8 1 1 3,410
2 2 2,950

5 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
596,654 504,600 676,333 648,654
347,679 283,546 23,418 34,999
248,975 221,054 699,751 683,653
232,768 214,887 84,700 56,323
129,443 122,030
16,207 6,167 17,229 25,085
1,601 739

15 101,929 81,408
17,808 6,891 495,000 495,000
5,678 3,735 102,822 107,245

24 597,822 602,245
9,649 6,202 699,751 683,653
13,813 4,424

要支給額 引当額 引当率(%)
31,635 18,446 58.3%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

103.1% 101.4% △ 1.7
798.5% 1151.7% 353.2
85.4% 88.1% 2.7
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

89,679 58,723
近代美術館維持管理業務委託、健康ﾊｯﾋﾟｰ！いきいきライフフェス
タ、秋田ふるさと村ウォーキング事業、汽車型連結バス更新事業

158,288 158,288 秋田ふるさと村指定管理料

主な出資
（出捐）者

自主事業収入（千円）

入村者数（人）

顧客満足度指数　

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※養老保険に加入している

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

株式会社　秋田ふるさと村 （株３）

B B A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

　新たな事業スタイルとして、告知力にも優れた地元メディアとの共催による大型イベントを夏に展開したほか、開村25周年記念の
ロゴマークの作成・発信、インスタグラムの活用による広告展開等を図り、存在感や注目度の向上に努めた。また、利用者の声を踏
まえて、分煙の強化を図るべく、景観にも配慮した新たな喫煙所を外に設けた。

B

秋田の観光文化を多様
な媒体により発信した
ほか、自治体や経済団
体、メディア等の様々
な機関と連携しながら
アートや音楽、安全安
心や健康・スポーツ、
食など、広範な分野に
及ぶイベント等の展開
を図った。

A

取締役会は年５回開
催。月に１度の会計事
務所による監査も受け
ている。組織強化を図
るための人材獲得計画
のもと、平成30年度の
１名に続き、令和元年
度も２名の若手社員を
採用できた。

A

顧客満足度指数はほぼ目
標どおりとなった。　　　　　
大型デジタルアートイベ
ントをはじめとする新規
事業の展開を図ったほ
か、営業強化によるイン
バウンド急増等により、
入村者数は２月中旬まで
は目標を上回るペース
だったが、感染症拡大で
３月に大幅に失速し未達
となった。　　　　　

A

前年度比では減収減益と
なったものの、20期連続
の黒字計上となり、平成
30年度で１億円を突破し
た利益剰余金のさらなる
上積みを図ることができ
た。

B

県関与の縮小に位置づ
けられている法人であ
るが、秋田の観光文化
の拠点として、周辺市
町村等と連携事業を行
うなど、一定の公共的
役割を担っている。

A

取締役会は5回開催さ
れており、法定回数を
満たしている。また、
常勤役員及び執行役員
が正職員とともに法人
運営や事業実施を的確
に実行できる体制と
なっている。

B

入村者数及び自主事業収
入は目標を達成できな
かったが、新型コロナウ
イルス感染症の影響が出
るまでは達成可能なペー
スで推移していた。顧客
満足度指数は高い数値を
維持している。

A

単年度の経常損益が黒字
であり、累積損失もない
ことからＡ評価とする。

当年度の業績は順調に推移していたが、2月中旬以降新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受け、入
場者数が減少するとともに営業収入も前期に比べ大幅に減少した。ただ売上原価や販管費の減少もあり、減
益とはなったものの黒字を確保することができた。借入金がなく、手持ち資金も潤沢であり、現状では財務
基盤は安定しているといえる。利益剰余金が前期1億円を超え、当年度さらに増加させることができたが、事
業の性質上新型コロナの影響は計り知れず、今後は状況に応じた対応が必要になる。（賞与引当金の会計処
理について、前年度に引当計上した金額を、当年度に全額特別利益に戻し入れするという方法を継続して採
用しているため、毎期大きな特別利益が計上されることになってしまう。財務諸表の読者に誤解を与える可
能性があるため、修正することが望ましい）

B

三セクの行動計画上は
「県が直接民間企業に
委託することが可能な
事業を主たる事業とし
ている法人」に位置づ
けられているが、県や
周辺市町村等との連携
事業を行うなど、一定
の公共的役割を担って
いる。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

B

顧客満足度指数は目標を
達成したが、自主事業収
入と入村者数の2項目で
わずかに9割以上の水準
には達したものの、目標
値を下回った。
新型コロナウイルス感染
症の影響を勘案しなが
ら、今後も目標を達成し
ていくことが望まれる。

A

２月以降新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響を
受けたが、当年度も引き
続き経常黒字を確保して
おり、累積損失もない。
剰余金も多額にあり財務
基盤は安定している。
今後も新型コロナウイル
ス感染症の影響を受ける
ことが想定されるため、
状況に応じた対応が求め
られる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収
内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

十和田ホテル　株式会社 （株４）

代表者職氏名 代表取締役　猿田　強 所管部課名 観光文化スポーツ部観光戦略課
所在地 小坂町十和田湖字鉛山無番地 設立年月日 平成9年12月5日

電話番号 0176-75-1122 ホームページ https://towada-hotel.com
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 100,000 40.0%
藤田観光(株) 37,500 15.0%
DOWAホールディングス(株) 22,500 9.0%
その他３市町、１３団体 90,000 36.0%
合計 250,000 100.0%

設立目的
歴史的・文化的価値の高い十和田ホテルを後世に伝えるとともに、同ホテルの効率的な運営を図り、もって
十和田地域の観光の振興に寄与することを目的に県等の出資により平成9年12月に設置。

事業概要 十和田ホテルの諸施設の管理運営業務
事業に関連する
法令、県計画

なし

本年度においても、観光客が大幅に減少する冬期間は営業休止とし、事業採算性を重視した経営を行った。宿泊人員は13,098
名で前年度から1,325名減少したものの、料理・サービス品質の改善並びに販売商品価格の見直しを行ったことで消費単価増が
図られ、宿泊人員減をカバーし宿泊部門売上高は前年度比約3,000千円増となった。費用面では、各部署の配置人員の見直し、
部署間での業務連携を図るなど人件費を削減したほか、水道光熱費の節減に加え消耗品等の削減に努めたことで営業費用全体
で前年度比約4,000千円減となり、約6,000千円の経常利益を計上した。以上の結果、法人税等控除後の当期利益は3,487千円と
なり、黒字化を達成できた。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 218,000 230,000 262,000 261,000
実績 219,634 249,971 253,106 －
目標 13,100 13,300 14,500 13,200
実績 12,954 14,423 13,098 －
目標 90 90 90 90
実績 92 92 90 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 5 4

1 1
46

2
7 7 1 1 10.1

61
1 1 5 4
8 8 1 1 3,800
1 1 5,700

4 4

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
249,971 253,106 105,921 112,681
219,748 215,444 5,000 6,905
30,223 37,662 110,921 119,586
31,915 31,975 7,226 11,203
89,519 84,732

△ 1,692 5,687 1,200
97 86

7,226 12,403
△ 1,595 5,773 250,000 250,000

27 △ 146,305 △ 142,817
103,695 107,183

300 2,313 110,921 119,586
△ 1,895 3,487

要支給額 引当額 引当率(%)
9,000 1,200 13.3%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

99.4% 102.3% 3.0
1465.8% 1005.8% △ 460.0

93.5% 89.6% △ 3.9
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

主な出資
（出捐）者

売上高（千円）

個人客宿泊人数（人）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職共済制度へ加入している。

年間
支出

年度末 
残高

- 10 -



経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

十和田ホテル　株式会社 （株４）

B A A C

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

　費用面では、人員配置の見直しを行い、部署間で互いに手伝えるようにするなど、課題であった人件費の削減に取り組んだ。収
入面では、売上増のため、販売価格の見直しを行い、料理やサービス品質の改善に取り組んだ。

A

観光客、宿泊客に十和
田湖の魅力を伝え十和
田湖周辺の活性化に寄
与している。国登録有
形文化財および近代化
産業遺産を有し、その
維持管理に努めてい
る。秋田県民限定プラ
ンを販売した。

A

取締役会は法定回数の
4回開催している。充
て職の役員は毎回取締
役会に出席している。
常勤役員はプロパー職
員である。

A

旅行エージェント個人商
品、インターネット経由
での販売を積極的に行っ
たことにより売上は前年
より増加した。

B

累積損益は赤字である
が、単年度損益は黒字化
に転換できた。

B

県関与の縮小に位置づ
けられている法人であ
るが、十和田湖周辺地
区の活性化に寄与し、
また国登録有形文化財
である建物の適正な維
持管理を行うなど、一
定の公共的役割を担っ
ている。

A

取締役会は法定回数を
満たしている。常勤の
役員及び職員がおり組
織体制は整っている。
充て職の役員も取締役
会に出席している。

B

顧客満足度指数は高水準
を維持し目標を上回って
いるが、個人客宿泊人数
及び売上高は目標をやや
下回った。 B

累積損失はあるが、単年
度経常損益は黒字となっ
た。

冬季期間は営業を休止しているため、当年度に関しては新型コロナウイルスの影響はなく、売上高は前年度
比で増収となった。人件費の減少や経費削減効果もあり営業費用は減少し、前年度の赤字から当年度は黒字
に転換することができた。その結果累積損失は減少したが、期末現在まだ142百万円と多額であり、純資産は
資本金の二分の一を割り込んだ状態が続いている。累積損失を解消していくためには、今後も継続して黒字
を維持していく必要があるが、翌年度はホテル事業の性質上新型コロナウイルスの影響を受けることが予想
されるため、営業費用のさらなる削減等、状況に応じて適宜適切な対策を講じる必要がある。

B

三セクの行動計画上は
「県が直接民間企業に
委託することが可能な
事業を主たる事業とし
ている法人」に位置づ
けられているが、周辺
地域の活性化など、一
定の公共的役割を担っ
ている。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

B

顧客満足度指数は目標を
達成したが、売上高と個
人客宿泊人数の2項目
で、9割の水準には達し
たものの、目標値を下
回った。
新型コロナウイルス感染
症の影響を勘案しなが
ら、今後も目標を達成し
ていくことが望まれる。

B

売上高は前年度比で増収
となり、単年度損益は黒
字に転換することができ
たが、累積債務がまだ多
額にあるため、費用の削
減等により、今後も黒字
を継続していくことが望
まれる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

株式会社　男鹿水族館 （株５）

代表者職氏名 代表取締役　芝田　昭博 所管部課名 観光文化スポーツ部観光戦略課
所在地 男鹿市戸賀塩浜字壺ケ沢93番地先 設立年月日 平成15年4月16日
電話番号 0185-32-2221 ホームページ http://www.gao-aqua.jp/

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 51,000 51.0%
男鹿市 31,000 31.0%
(株)プリンスホテル 10,000 10.0%
その他４団体 8,000 8.0%

合計 100,000 100.0%

設立目的
魚、海獣等との触れ合いを通じた学習の機会を提供し、並びに県民の自然保護及び地球環境保全についての理
解を深めるとともに、観光レクリエーション活動のための利便の増進を図る。

事業概要 水族館の運営

事業に関連する
法令、県計画

なし

　５月は10連休となったゴールデンウィーク、６月から７月は男鹿市北浦にある雲昌寺の紫陽花による影響等から来館者数の増
加が見られた。しかし、夏後半の来館者数は、大型ゴールデンウィーク等の反動による出控えの影響等もあり厳しい状況となっ
た。秋冬に入ってからは、穏やかな天候が続き降雪量も少なく想定を上回る来館者数となっていたが、２月後半からは新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響等により、来館者数の減少が続く厳しい状況となった。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 200 175 170 170
実績 156 152 158 －
目標 320,100 301,842 311,000 301,882
実績 259,832 269,815 268,996 －
目標 98 98 98 98
実績 98 98 98 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 17 17

1 1
32.8

2
4 4 1 1 5 5 7.6

69
1 1 22 22
5 5 1 1 3,472
1 1 4,230

5 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
351,848 355,636 252,513 246,336
75,535 74,256 9,131 10,047
276,313 281,380 261,644 256,383
273,429 281,651 41,054 33,770
107,114 114,440
2,884 △ 271
2,362 3,168

6 96 41,054 33,770
5,240 2,801 100,000 100,000

120,590 122,613
428 1 220,590 222,613

1,307 777 261,644 256,383
3,505 2,023

要支給額 引当額 引当率(%)
0 0

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

101.5% 100.8% △ 0.7
615.1% 729.5% 114.4
84.3% 86.8% 2.5
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

82,033 80,222 男鹿水族館指定管理料

主な出資
（出捐）者

有料入館者数（千人）

売上高（千円）※業務受託収入除く。

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職共済制度へ加入している。

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

株式会社　男鹿水族館 （株５）

B A B A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

有料入館者数が減少傾向にあったことを受け、ＳＮＳを活用した情報発信等を行った。結果として、前年度比で約５千人の増加と
なった。
利用者との会話を増やすことで、アンケートでは得られない情報を収集することに心がけている。また、近隣施設や、同業他社の動
きを注視し、参考にしながらサービス向上に役立てている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
無料送迎バスについては、好意的な声も多くあり、全世代に販路を拡大するため集客効果を上げるように取り組んでいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教育旅行や学校教育についても、自主学習を中心に学習効果の向上を図る。
組織体制は、従業員一人ひとりの持ちうる力を発揮させ、各分野への挑戦にスピード感を持って取り組んでいる。

A

社会教育施設として授
業対応や、体験型企画
の充実に取り組んでい
る。希少生物の保全に
ついても関係自治体と
連携しながら対応して
いる。無料送迎によ
り、地域観光への波及
についても対応してい
る。

A

人員配置は適正な状況
を維持している。今後
は他事業所などとの連
携によるノウハウの吸
収や、専門分野に関す
る知識習得に特に力を
入れている。

C

満足度は高い状況を維持
しているが計画を達成す
ることができていない。
企画・催事、告知媒体、
商品造成の見直しによる
新規顧客の獲得が急務と
考えている。

A

累積損失もなく、財務状
況は安定している。
ただ施設、設備などの経
年劣化も見られているの
で、計画的な対応が必要
になってくると考えてい
る。

B

県関与の縮小に位置づ
けられている法人であ
るが、地元自治体や企
業と連携を図り、男鹿
地域の観光振興に寄与
するなど、一定の公共
的役割を担っている。

A

取締役会は5回開催さ
れており法定回数を満
たしている。常勤の役
員及び職員がおり体制
は整っている。充て職
の役員も取締役会に出
席している。

B

有料入館者数及び売上高
は目標を下回ったが、顧
客満足度は高いまま維持
することができている。 A

単年度の経常損益が黒字
であり、累積損失もない
ことからＡ評価とする。

有料入館者数が毎年減少傾向にあったが、当年度は2月後半から新型コロナウイルスの影響があったにもかか
わらず、前年度を上回ることができた。売上高はやや増加したものの、人件費を含む販管費の増加もあり、
結果的に営業損失を計上することになった（ただし金額は僅少）。経常利益・当期純利益は継続的に黒字を
維持している。借入金はなくキャッシュも潤沢にあるため、資金繰りの心配はない。また利益剰余金も十分
で、自己資本比率も86.8％と極めて高いため、財務基盤は安定しているといえる。開業2シーズン目を迎えた
道の駅おが（ガオジェラ）の利用者数や売上高が思ったほど伸びなかったので、何らかの工夫が必要ではな
いか。

B

三セクの行動計画上は
「県が直接民間企業に
委託することが可能な
事業を主たる事業とし
ている法人」に位置づ
けられているが、地元
の自治体や企業と連携
し、観光振興の推進を
図るなど、一定の公共
的役割を担っている。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

B

顧客満足度は目標を達成
したが、有料入館者数、
売上高は8割の水準には
達したものの、目標値を
下回った。
展示企画、営業、情報発
信等の一層の強化によ
り、有料入館者数と売上
高を向上させていくこと
が求められる。

A

販管費の増加により、営
業損失を計上したが、経
常利益は継続的に黒字を
維持している。剰余金も
潤沢であり、財務基盤は
安定している。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

秋田臨海鉄道　株式会社 （株６）

代表者職氏名 代表取締役社長　志　水　　仁 所管部課名 観光文化スポーツ部交通政策課
所在地 秋田市土崎港西１－１２－６ 設立年月日 昭和45年4月21日
電話番号 018-847-1181 ホームページ http://www.akirin.jp/

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 180,000 36.0%
日本貨物鉄道(株) 190,000 38.0%
その他7団体 127,000 25.4%
自己株式消却分 3,000 0.6%
合計 500,000 100.0%

設立目的
秋田湾地区新産業都市の指定を契機に、秋田湾地区に進出した企業や既存企業の貨物を効率よく輸送するた
め、秋田県、日本国有鉄道及び関係企業が出資して設立。

事業概要
鉄道事業、鉄道事業等に関連する業務受託、これらに付帯する事業
（顧客の荷物をＪＲ線等を利用して目的地に運ぶ）

事業に関連する
法令、県計画

鉄道事業法、貨物利用運送事業法、ふるさと秋田元気創造プラン

当社の主な輸送品である紙製品の動向については、業界団体による令和元年の国内出荷量の実績見込みが前年比で3.2%の減少と
なったほか、令和２年の内需の試算においても10年連続での減少が予想されております。また、当社の主要な取扱い品目である
情報用紙に限ってみても、企業や自治体の電子化・ペーパーレス化の一層の進展により1.0%の減少が見込まれており、当社に
とっては、厳しい経営環境が続くものと想定されます。こうした中、当社の令和元年度の貨物輸送実績は、合計で75,480トンと
前年度に比べ11,459トン、率にして13.2%の大幅な減少となりました。品目別では、ＰＰＣ原紙が32,415トンと大幅な増加となり
ましたが、その他はパルプや段ボール原紙等主要品目が半分以下に減少し、全体の取扱い量を押下げる結果となりました。しか
しながら、貨物運輸収入は取扱いの品目構成が大幅に変わったため、前期よりも若干増収となったほか、受託工事の受注も比較
的堅調であったことなどにより、営業利益は増加し、経常利益及び当期純利益ともに黒字を計上することができました。なお、
取締役会の年間開催スケジュールは事前に各役員に通知するなど、出席しやすい環境を整えている。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 132 103 98 78
実績 119 87 75 －
目標 0 0 0 0
実績 0 0 0 －
目標 1,815 5,725 1,937 △ 7,083
実績 △ 3,753 8,882 20,594 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 16 17(1)

2 2 1(1)
1 1 2 1 39.1

4
5 5 2 2 3 3 13

57.1
1 1 21 21(1)
7 7 2 2 1(1) 4,293
2 2 2,548

4 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
212,859 234,854 393,969 465,727
160,054 168,821 457,071 399,924
52,805 66,033 851,040 865,651
46,164 47,924 63,546 55,281
119,353 126,676
6,641 18,109 142,566 151,626
2,241 2,485

206,112 206,907
8,882 20,594 500,000 500,000

40,211 3,940 144,928 158,744
40,181 4,064 644,928 658,744
5,386 4,912 851,040 865,651
3,526 15,558

要支給額 引当額 引当率(%)
52,526 24,381 46.4%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

104.3% 109.5% 5.2
620.0% 842.5% 222.5
75.8% 76.1% 0.3
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
7,730 1,970 鉄道軌道輸送対策事業費補助金（レール交換、枕木交換）
26,479 環日本海クルーズ施設整備事業（日本貨物鉄道㈱鉄道敷舗装工事）

主な出資
（出捐）者

輸送量（千トン）

運転事故件数（件）

経常損益（千円）

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職金共済事業にも加入している。

年間
支出

年度末 
残高

※　人数　（　）は内兼務役員数
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

秋田臨海鉄道　株式会社 （株６）

A B A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

　取締役会を３ヶ月に１回以上開催し、経営状況に対する取締役の適切な関与がなされているほか、受託工事の受注に力を注ぎ、
輸送実績の減にもかかわらず営業収益を確保、黒字計上するなど、堅実な経営ができている。

B

秋田港の立地企業の物
流の一端を担い、ま
た、クルーズ船からの
鉄道旅客輸送にも携わ
るなど一定の公共的役
割を果たしてきたが、
輸送品目、貨物量の減
少により令和３年３月
で事業を終了すること
となった。

A

取締役会を３ヶ月に１
回以上開催し経営概況
を報告しているほか、
業務運営に関しても経
営幹部と所属長による
管理者会議を毎月開催
し、着実な運営体制を
築いている。

C

受託工事の受注に力を注
ぎ営業収益を確保してき
たものの、ＩＴ化等によ
る紙製品の需要減などに
より輸送実績は減少し、
貨物輸送量は目標の８割
を下回った。

A

運輸収入が減少する中に
おいても、受託事業収入
の増収を図るなどによ
り、当期純利益を計上し
た。長年、借入金なしで
経営しており、財務状況
は安定していたものの、
令和３年３月で事業を終
了することとなった。　

B

秋田湾地区企業の輸送
効率化のために設置さ
れ、産業振興を図る上
でも一定の役割を果た
してきたが、貨物の減
少により令和３年３月
で事業を終了すること
となった。

A

取締役会を年５回開催
し、経営状況などにつ
いて遅滞なく報告され
る体制となっている。
また、常勤役員及び常
勤職員が事務処理等を
行うとともに、社員の
多能化や再雇用制度の
活用により、安全で効
率的な運行に取り組ん
でいる。

C

クルーズ列車の運行にも
携わるなど各種委託業務
により収益確保に努めて
きたが、ペーパーレス化
などにより、紙・段ボー
ル原紙の輸送量が減少傾
向にあり、貨物輸送量は
目標の８割を下回った。

A

令和元年度は、運輸収入
が減少する中で効率的な
運営を進め、当期純利益
が15,558千円となるなど
財政状況は安定していた
ものの、貨物の減少によ
り令和３年３月で事業を
終了することとなった。

貨物輸送実績が毎期減少していく中、当年度は増収・増益となった。昨年度に引き続き黒字であり、堅実な経
営が行われているといえる。借入金がなくキャッシュも豊富で、過年度からの利益の蓄積である利益剰余金も
156百万円と多額にあることから、継続企業を前提とする限りでは、財務基盤は安定しているといえるが、周
知のとおり2021年3月で事業を終了することとなった。当年度末現在、車両や路線設備等の鉄道事業固定資産
は256百万円の残高がある。来年度は、従来のように継続企業を前提とした財務諸表を作成することはできな
いので、留意する必要がある。

B

三セクの行動計画上は
「県出資の経緯や県の
施策上の問題等によ
り、直ちに県関与の縮
小・廃止を図ることが
困難な法人」に位置づ
けられているが、秋田
湾地区の企業の貨物輸
送を担っており、地域
の産業振興に一定の役
割を果たしてきた。た
だ、時代の変化と共に
そのニーズも減り令和
３年３月で事業終了す
ることとなった。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

C

運転事故件数及び経常損
益の２項目は目標を達成
したが、貨物の輸送量は
目標の８割を下回った。

A

増収・増益となり、利益
剰余金も多額にある。た
だ、今後は、事業終了に
伴い発生するコストに留
意する必要がある。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

秋田空港ターミナルビル　株式会社 （株７）

代表者職氏名 代表取締役社長　前　川　　浩 所管部課名 観光文化スポーツ部交通政策課
所在地 秋田市雄和椿川字山籠４９ 設立年月日 昭和53年11月10日

電話番号 018-886-3366 ホームページ http://www.akita-airport.com/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 250,000 33.3%
秋田市 80,000 10.7%
ＡＮＡホールディングス(株) 78,000 10.4%
その他16団体 342,000 45.6%
合計 750,000 100.0%

設立目的

第4次秋田県総合開発計画に基づく高速交通体系整備の一環として、激増する航空運輸需要に応えるため、大型
ジェット機が就航可能な新空港の建設が進められ、これに伴い今後飛躍的に増加する航空利用者に十分対応
し、また、秋田県の「空の玄関」に相応しい旅客ターミナルビルを建設し、その運営にあたる会社を設立した
ものである。

事業概要
空港ターミナルビル（旅客ビル・貨物ビル）の所有賃貸及び運営管理、航空旅客・航空貨物及び航空事業者に
対する役務の提供、旅行用日用雑貨及び観光土産品等の販売、レストラン及びコーヒースタンド等の経営、広
告・宣伝及び広告代理業

事業に関連する
法令、県計画

空港法、秋田県総合交通ビジョン

　売上高は1,282,288千円（前期比8.1％減）となり、不動産事業収入は、遠東航空の事務所賃貸借契約の締結とCIQとの賃貸借契
約を見直したことにより582,911千円（前期比3.9％増）、直営事業収入は、直営レストランの運営移管と国際チャーター便の減
少に伴い、608,718千円（前期比18.8％減）、付帯事業収入は、広告収入や個人待合室の利用収入が好調に推移し、90,659千円
（前期比7.0％増）となった。売上原価は、売上減に伴い431,198千円（前期比13.8％減）、販売費及び一般管理費は、運営を移
管したレストラン部門の人件費や光熱水費、修繕費などが減少したことから、641,547千円（前期比13.8％減）となり、結果、営
業利益は209,542千円、経常利益は217,422千円、当期純利益は152,878千円となった。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 1,376,000 1,437,000 1,328,000 1,238,082
実績 1,411,016 1,395,010 1,282,288 －
目標 4,300 4,000 4,000 4,000
実績 3,800 3,600 5,200 －
目標 75 78 75 75
実績 75 69 74 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 10 10

3 3 1 1
2 2 39.5

4人
7 7 2 2 36 33 12

61.8
1 1 46 43

10 10 3 3 5,366
3 3 3,240

6 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
1,395,010 1,282,288 1,093,987 1,398,865

500,248 431,198 2,364,994 2,169,663
894,762 851,090 3,458,981 3,568,528
744,591 641,547 267,777 235,093
243,433 183,621
150,170 209,543 203,870 193,223

8,383 7,879
10 471,648 428,316

158,543 217,422 750,000 750,000
3,415 6,800 2,237,333 2,390,212

29,322 12,468 2,987,333 3,140,212
39,519 58,875 3,458,981 3,568,528
93,117 152,878

要支給額 引当額 引当率(%)
45,957 45,957 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

112.7% 120.3% 7.5
408.5% 595.0% 186.5
86.4% 88.0% 1.6
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
500 6,800 空港保安施設設置事業（ 6,800千円）

主な出資
（出捐）者

売上額（千円）

空港利用者（イベント等）の増（人）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

秋田空港ターミナルビル　株式会社 （株７）

A B B A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

引き続きお客様の利便性向上に向け、空調設備更新等を行い、受動喫煙防止に向け、館内の喫煙所を屋外に移動し、館内禁煙を
図った。
集客イベントについては、親子での来場をさらに促すため、ネイガーショーも実施した。

A

旅客ビル、貨物ビルの
航空保安に努めるとと
もに、航空機利用者の
安心、安全、快適確保
を目的として運営に努
め、県及び秋田空港利
用促進協議会と連携し
ながら、搭乗者数の維
持拡大や二次アクセス
の向上に努めた。

A

株主総会の下に取締役
会を設置し、取締役会
は四半期ごとに定期的
に開催した。また、監
査役及び会計監査人に
よる監査を定期的に実
施し、内部統制の適正
化を図った。

A

空港を活用した賑わいを
創出する各種イベントを
積極的に開催し、目標を
超える来場者となった。
また、施設設備の計画的
な更新を行い、CSの推進
に努め、令和2年度に先
駆けて館内を禁煙化する
など、利便性の向上やお
客様満足度の向上を図っ
た。

A

国際定期便の運休継続や
定期チャーター便の休
止、直営レストランの運
営移管等厳しい状況では
あったものの、人件費や
その他経費等の縮減によ
り「営業利益1億５千万
円」を達成した。

A

秋田空港は、年間で約
130万人が利用する施
設であり、交流人口拡
大に大きく寄与してい
る。また、空港ターミ
ナルビルは、空港法の
空港機能施設の一つで
あり、公共性が高い。
なお、役員には県関係
者が３名在籍してい
る。

A

取締役会が四半期ごと
に定期的に開催されて
おり、常勤役員も３名
いる。また、部門毎に
必要な職員が配置され
ており、業務が円滑に
執行される体制が整っ
ている。

B

各種イベントを積極的に
開催したほか、サービス
の向上に努め、空港利用
者数は目標を上回った。
また、施設設備の計画的
な更新や館内の禁煙化な
どを行い、空港利用者の
利便性の向上や顧客満足
度の向上に努めている。

A

国際定期便の運休継続や
定期チャーター便の休止
等により売上高は減少し
ているものの、人件費等
の縮減により経常利益は
217,422千円と黒字を確
保した。経常収支は黒字
であるため、健全な経営
状態といえる。

売上高は前年比で減収となったが、売上原価や販管費も減少し、営業利益は209百万円と増益となった。利益
水準もかなり高く、毎期安定的な経営が行われている。当年度事業も、インバウンドの増加で順調に推移し
てきたが、3月以降は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、航空需要は減少している。利益剰余金は
2,390百万円と多額にあることから、現状財務基盤は安定しているが、今後は厳しい状況も予想されることか
ら、その都度状況を判断しながら、適切に対応していくことが必要である。

A

三セクの行動計画上は
「本来県が実施すべき
事業を主たる事業とす
る法人」に位置づけら
れている。空港ターミ
ナルビルは、空港法の
空港機能施設の一つで
あり、公共的な役割は
大きい。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

B

イベント利用者数は目標
を大きく上回ったもの
の、売上額と顧客満足度
指数の２項目でわずかに
目標に届かなかった。
引き続き、サービスや顧
客満足度の向上を意識し
た取組が期待される。

A

毎年度経常黒字を確保
し、多額の利益剰余金を
積み上げており、財務基
盤は安定している。
ただ、今後は新型コロナ
ウイルス感染症の影響を
多大に受けることが想定
されるため、適切に対応
していくことが求められ
る。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金

委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

秋田内陸縦貫鉄道　株式会社 （株８）

代表者職氏名 代表取締役社長　吉田　裕幸 所管部課名 観光文化スポーツ部交通政策課
所在地 北秋田市阿仁銀山字下新町41-1 設立年月日 昭和59年10月31日

電話番号 0186-82-3231 ホームページ www.akita-nairiku.com
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 115,800 38.6%
北秋田市 68,100 22.7%
仙北市 46,200 15.4%
その他1村16団体 69,900 23.3%
合計 300,000 100.0%

設立目的
国鉄改革に伴い鷹角線は廃止対象路線に選択されたが、沿線住民の重要な交通手段であることから、県と関係
町村が主体となり存続することで合意され、それぞれの出資により昭和59年10月31日に会社を設立した。

事業概要
秋田内陸縦貫鉄道の経営、旅行業法に基づく旅行業、広告宣伝業、保険代理業・その他これらの事業の関連事
業

事業に関連する
法令、県計画

鉄道事業法、ふるさと秋田元気創造プラン

　全線開業30周年イヤーとして記念式典並びに企画事業を実施した。鉄道事業において、前年度に引き続き海外ツアーは初の3万
人を超える伸びを示し、輸送人員対前年101.1％で終えることができた。一方、関連事業においては、企画事業等の展開を図った
が、旅行業の事業縮小や直営「こぐま亭」及び車内販売の人材不足による販売力の低下、更には新型コロナウイルスにより3月に
はツアー団体のキャンセルなどで利用者の激減となった。経費については、今冬の暖冬少雪により除雪費や動力費等が減少と
なったが、補助事業に係る修繕費の増加等により対前年104.6％となった。全体として、経常損失額1億8千8百万円(対前年1百万
円減少)となり、前年度に引続き累積赤字の削減を図ることができた。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 331,000 294,000 271,000 139,205
実績 275,587 260,837 263,672 －
目標 204,923 209,815 217,316 73,325
実績 180,287 192,699 181,901 －
目標 71 75 75 75
実績 73 72 － －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 50 47

1 1
3 3 46.9

1
3 3 2 2 7 9 19.5

57
1 1 60 59
4 4 2 2 3,262
1 1 7,000

4 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
210,485 193,058 172,700 190,629
387,268 420,627 112,038 115,193

△ 176,783 △ 227,569 284,738 305,822
110,829 100,570 118,472 127,238
207,172 203,541 40,000 40,000

△ 287,612 △ 328,139 3,315 7,792
98,289 140,073

145 158 121,787 135,030
△ 189,468 △ 188,224 300,000 300,000

572,359 551,250 △ 137,049 △ 129,208
372,359 351,250 162,951 170,792

2,892 3,935 284,738 305,822
7,640 7,841

要支給額 引当額 引当率(%)
0 0

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

62.0% 63.9% 1.9
145.8% 149.8% 4.0
57.2% 55.8% △ 1.4
24.5% 23.4% △ 1.1

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

300,261 410,057
鉄道軌道輸送対策事業費補助金、秋田犬の里魅力アップ促進事業補助
金

主な出資
（出捐）者

輸送人員（人）

売上高（千円）※受託事業収入除く。

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職共済制度へ加入している。

年間
支出

年度末 
残高

※コロナの影響で未実施

※
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

秋田内陸縦貫鉄道　株式会社 （株８）

A A B C

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

中期経営活性化計画に則り、鉄道事業の根幹である「安全・安定輸送の確保」を第一に掲げつつ、経営目標の達成を
目指した取組を全社一丸となって続けてきた。令和元年度経営目標として「１．運転事故ゼロ　２．当期純利益の確保
（経常損益▲2億円以内の維持）　３．ＣＳＲ経営の具現化」を掲げ、全線開業30周年事業と称して実施した30の企画の
ほか、阿仁合駅２階への「北秋田森吉山ウエルカムステーション」のオープン、秋田犬列車整備事業による観光列車
「笑EMI」の運行などを実施した。結果として、インバウンド団体利用33,344人(対前年4,752人増)となり、過去最高の利
用を更新した。また、伊勢堂岱遺跡最寄りの小ヶ田駅を縄文小ヶ田駅に改称をし、地域の魅力アップを図るなど、利用
者の拡大と収益確保に努めた。

A

地域の生活路線とし
て、また交通弱者に
とって欠くことのでき
ない公共交通機関とし
て地域振興にも大きな
役割を果たしている。

A

常勤の代表取締役のも
とで、総務企画部と運
輸部の2部体制で運営
し、かつ多種事業を実
施しているほか、業務
の効率化による要員の
最適化に取組んでい
る。

B

海外を含む旅行会社への営
業に継続的に取り組み、イ
ンバウンド利用33,344人
（対前年度4,752人増）と過
去最高を更新している。沿
線の少子高齢化の影響を観
光利用の増加でカバーでき
たが、「こぐま亭」等の関
連事業収入が前年度比
82.8％となり、収入目標値
を上回ることはできなかっ
た。

C

会社、沿線2市、県によ
る4者合意において経常
損失2億円以内の目標を
設定しているが、令和元
年度は前年度より損失額
が減少し、継続して目標
を達成している。更に、
当期純利益を計上し、累
積赤字を縮小することが
できた。

A

第３期ふるさと秋田元
気創造プランでは、県
民の生活に必要な交通
手段であるとともに、
国内外からの誘客を進
めるための貴重なコン
テンツに位置付けられ
ている。利用者は減少
傾向にあるものの、沿
線住民の生活を支え、
観光消費をもたらし、
地域の活性化に貢献し
ている。

A

経営が厳しい中にあっ
ても、社員のやる気を
引き出すための組織体
制の構築や、適材適所
を目指した配置転換を
実施しており、必要最
小限の人数で効率的な
運営を行っている。旅
行業出身の代表取締役
は常勤であり、取締役
会は四半期ごとに年４
回以上開催されてい
る。

B

人口減少や少子化に伴う
沿線住民の利用の減少が
続いており、定期利用収
入は減少を続ける一方、
首都圏や台湾をはじめと
する国内外への積極的な
営業活動により、団体利
用や海外からのインバウ
ンドが好調に推移してい
る。今後は、利用促進活
動の更なる強化を図るこ
とが求められる。

C

令和元年度は、２月･３
月の新型コロナウイルス
の影響により、鉄道事業
収入や関連事業収入が前
年度を下回ったものの、
鉄道利用促進に向けた
様々な取組や経費削減の
結果、経常損失は１億８
千８百万円と前年度より
減少し、目標（経常損失
２億円以内）を５年連続
で達成している。

これまでの営業努力が実を結び、1月までの鉄道収入は、対前年比108％で推移していたが、2月以降新型コロ
ナウイルス感染症の影響でツアー客のキャンセル等もあり、業績は急速に悪化した。ただ最終的には、輸送人
員は増加し、鉄道収入も昨年度より僅かに上回る水準に落ち着いた。営業収益全体では、関連事業収入等の減
少の影響で、昨年度より減少して193百万円となった。一方で営業費用は、全般的な経費の縮減等に努めたも
のの、鉄道車両の維持修繕に係る修繕費が前年度より大幅に増加したこともあり、営業赤字は328百万円まで
膨らんでいる。なお、県から交付された車両の維持修繕に係る補助金等135百万円は、雑収入として営業外収
益に計上することにより、目標とする「経常損失2億円以内」を達成できたとしている。なお従来から補助金
に関しては、法人と県・北秋田市・仙北市の四者間で、事業運営にかかる補助金の合意（2億円）がなされて
おり、特別利益に計上されているが、新型コロナウイルス感染症の影響で最近では自治体の負担も大きい。な
かなか厳しい状況であることに変わりはないが、沿線住民の期待に応え、今後も事業を継続していくために
は、更なる対策が必要である。

A

三セクの行動計画上は
「本来県が実施すべき
事業を主たる事業とす
る法人」に位置づけら
れている。地方鉄道を
運営しており、地域住
民の交通手段の確保や
地域活性化において大
きな役割を果たしてい
る。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

B

輸送人員、売上高ともに
目標には達しなかった。
ただ、輸送人員は目標値
の97％の水準には達して
いた。(※新型コロナウ
イルス感染症の影響によ
り顧客満足度調査を実施
できなかったため、２項
目により評価)

C

単年度の経常損失は目標
の2億円以内となった
が、累積損失が多額で、
解消までには長期間を要
する。
引き続き、収入の確保と
コスト管理の徹底による
収支改善が求められる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

由利高原鉄道　株式会社 （株９）

代表者職氏名 代表取締役社長　萱　場　道　夫 所管部課名 観光文化スポーツ部交通政策課
所在地 由利本荘市矢島町七日町字羽坂21番地2 設立年月日 昭和59年10月31日

電話番号 0184-56-2736 ホームページ http://www.obako5.com
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 38,500 38.5%
由利本荘市 38,500 38.5%
（一社）由利建設業協会 8,000 8.0%
その他11団体 15,000 15.0%
合計 100,000 100.0%

設立目的
国鉄改革に伴い矢島線は廃止対象路線に選定されたが、沿線住民の重要な交通手段であることから、県と関係
市町が主体となり存続することで合意され、それぞれの出資により昭和59年10月31日に会社を設立した。

事業概要 鳥海山ろく線の運営、貸切バス事業、旅行業法に基づく旅行業、鉄道事業等に付帯関連する一切の事業

事業に関連する
法令、県計画

鉄道事業法、ふるさと秋田元気創造プラン

鉄道事業は、元号の改元による記念乗車券の販売等で上期までは順調に推移していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で団
体等観光客が減少し、定期外の輸送人員が前年よりも5,839人減少した。一方、定期の輸送人員は、高校生を中心とした定期券
購入者の減少に歯止めが掛からず前年より19,098人減少となり、輸送人員合計では、前年度より24,937人減少となった。運輸収
入は、定期は前年度より3,986千円減少、定期外は前年度より1,323千円減少し、運輸収入合計では、前年度より5,308千円減少
した。支出では、退職者の不補充等により人件費を大幅に削減し、軽油単価の下落により動力費が減少、出張を抑え旅費交通費
を始めとした諸経費全体を削減したことにより経常損失額が、98,135千円となり、前年度より693千円悪化した。バス事業は、
営業を強化し、187千円の利益を計上した。なお、貸切バス事業については、これまでの営業不振により、令和元年10月末を
もって事業撤退した。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 217,102 183,000 166,600 151,000
実績 194,021 183,799 158,862 －
目標 91,928 86,359 85,842 53,621
実績 82,465 97,107 65,027 －
目標 95 95 80 80
実績 84 75 － －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 22 18

2 1
2 3 49.7

1
6 6 2 2 9 9 12.8

65
1 1 33 30
8 7 2 2 2,686
1 1 5,958

4 10

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
88,048 62,922 74,019 68,613

143,014 110,283 64,144 53,113
△ 54,966 △ 47,361 138,163 121,726

57,978 55,773 85,000 65,409
115,770 102,369 60,000 60,000

△ 112,944 △ 103,134 28,583 27,536
13,271 5,949 4,300 1,705

640 763 113,583 92,945
△ 100,313 △ 97,948 100,000 100,000

338,988 145,564 △ 75,420 △ 71,219
239,094 43,231 24,580 28,781

184 184 138,163 121,726
△ 603 4,201

要支給額 引当額 引当率(%)
25,831 25,831 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

50.2% 41.3% △ 9.0
87.1% 104.9% 17.8
17.8% 23.6% 5.9

261.6% 214.4% △ 47.2

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
30,202 29,876 鉄道軌道輸送対策事業費補助金

202,289 0 地方道路交付金事業

主な出資
（出捐）者

輸送人員（人）

経常収入（千円）※受託事業収入を除く

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高

※コロナの影響で未実施
※
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

由利高原鉄道　株式会社 （株９）

A A C C

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

組織能力の向上に向け、営業に専念できる環境づくりとして、新たに経営戦略課を設置し、組織として仕事を担当できるように人事
異動を行った。令和元年度事業計画に則り事業に取り組み、高校生を中心とした通学定期券利用者の増加に向け、沿線の各中学
校を訪問し、３年生に体験乗車券を配布するなど、定期券利用の促進を図った。定期外利用の拡大に向け、ＳＮＳを最大限活用し
た情報発信をしたほか、商談会に参加し、積極的なＰＲ活動を行い、団体利用の増加を目指した。加えてオリジナル商品販売や新
たな鉄道イベントに参加し増収を図った。

A

地域住民の通勤・通学
や生活路線として重要
な役割を担う公共交通
機関として大きな役割
を果たしている。

A

前年度に組織体制を見
直し、新たに経営戦略
課を創設し、営業活動
の強化を図った。
また、危機管理、お客
様評価向上委員会を設
置し、速やかに対応策
を決定し社内共有する
体制を整えた。

B

鉄道事業では、定期券購入
について沿線中学校へ営業
展開したが、大きな成果が
得られなかった。ユリテツ
カレーや蔵めぐりの旅セッ
トなどオリジナル新商品を
販売し、新規の鉄道イベン
トに出店したことにより商
品販売収入が増収となっ
た。毎月イベント列車を運
行した。貸切バス事業で
は、営業強化と経費削減に
より利益をあげることが出
来た。

C

令和元年度の会社全体の
経常損失額は、97,948千
円となり、前年度より
2,365千円改善した。鉄
道事業では、損失額は前
年度より微増となった
が、人件費を始め経費全
体の削減を徹底し、損失
額を最小限に留めること
が出来た。

A

沿線の人口減少により
利用者数は年々減少し
ているが、沿線住民の
足として重要な役割を
担っているほか、観光
客の受け皿として地域
振興にも寄与してい
る。なお、ふるさと秋
田元気創造プランにお
いて、通院や通学など
の県民生活を支える交
通手段として位置づけ
られている。

A

会社のコンプライアン
ス規定に基づき、四半
期ごとに委員会が開催
され、その状況が取締
役会で報告されてい
る。

B

定期・定期外とも利用者
が大幅に減少した結果、
企画旅行収入を筆頭に売
上が大きく落ち込んだ。
しかし、売上の減少に
は、新型コロナウイルス
の感染拡大や年度途中で
のバス事業の廃止といっ
た事情が影響しているこ
とを加味し、所管課評価
をＢとしている。

C

運輸収入は、定期券購入
者の減少等により、前年
度よりも減少しており、
引き続き、経費の削減に
取り組むとともに、利用
者の確保と企画旅行等の
実施により、増収に向け
た取組を強化する必要が
ある。

当年度も輸送人員の減少に歯止めがかからなかった。企画旅行収入が前年度より大幅に減少したこともあり、
売上高は63百万円まで減少している。固定費である人件費も減少しているが、運送費や一般管理費に占める割
合は高く、売上高を伸ばしていかない限り、営業損失を安定的に減らすことはできない。営業損失は前年度よ
り減ったとはいえ、当年度も103百万円と多額で、毎期継続的にこの水準から抜け出すことができていないの
が現状である。多額の補助金を受け取ることにより、最終的には当期純利益を計上することはできたが、それ
でもまだ累積損失は多額に残っている。単年度の収支状況を考えると、解消には時間がかかるものと思われ
る。今後は、売上高を増やすような企画・営業展開と、コスト管理をより徹底して行うことにより、収益性を
高めていくことが必要である。

A

三セクの行動計画上は
「本来県が実施すべき
事業を主たる事業とす
る法人」に位置づけら
れている。地方鉄道を
運営しており、地域住
民の交通手段の確保や
地域活性化において大
きな役割を果たしてい
る。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。
コンプライアンス遵守
がより浸透するような
取組も進めている。

C

経常収入について、大き
く減少し、新型コロナウ
イルス感染症の影響を加
味しても、目標値の８割
を下回る数値となった。
(※新型コロナウイルス
感染症の影響により顧客
満足度調査を実施できな
かったため、２項目によ
り評価)

C

赤字が続いており、累積
損失も多額に残ってい
る。
コスト管理等により収益
性を高め、累積債務を減
らしていくことが求めら
れる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

大館能代空港ターミナルビル　株式会社 （株１０）

代表者職氏名 代表取締役社長　津谷　永光 所管部課名 観光文化スポーツ部交通政策課
所在地 北秋田市脇神字葈岱21番地144 設立年月日 平成7年11月16日
電話番号 0186-62-5330 ホームページ http://onj-airterminal.com

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 148,500 30.0%
ＡＮＡホールディングス(株) 68,000 13.7%
その他9市町村17団体 200,500 40.5%
自己所有 78,000 15.8%
合計 495,000 100.0%

設立目的
空港ターミナルビルは、公共交通（航空機の運航・航空旅客支援）を担う施設であり、高い公共性を求められ
ることから、秋田県をはじめ周辺自治体、航空会社及び流通、地元経済界の出資する株式会社として設立され
た。

事業概要 運航支援施設としてのターミナルビル運営。同施設・設備の賃貸。施設内広告宣伝。道の駅の運営。

事業に関連する
法令、県計画

空港法、秋田県総合交通ビジョン

 乗降旅客数は148,761名(前期比98.8％､△1,809名､搭乗率60.1％)となり7期連続の増加には至らなかった。一方、航空貨物重量
は180.5ﾄﾝ（前年比216.2％、＋96.9ﾄﾝ）と倍増。県を越えた広域的な営業努力が表れた。営業成績は、経年劣化に伴う修繕費に
加え、防災強化及びサービス向上に向けた積極的な設備投資に伴う費用支出の増による営業利益の減少、及び法人税の増加に
よって、当期純利益は２６百万円（前年比８４．２％）と減収減益となった。但し、一部工事における次年度への執行持ち越し
や減額、管理業務費の削減等により、期初の利益計画にて見込んでいた減益額より大きく圧縮でき、中期経営計画目標「単年度
営業利益３０百万円台の確保」を大きく達成した。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 240,000 240,000 244,700 182,000
実績 234,315 242,875 239,460 －
目標 135,000 142,000 158,000 165,440
実績 138,584 150,570 148,761 －
目標 80 80 80 80
実績 76 77 79 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 3 3

2 2
1 1 47.3

1
5 5 2 2 6 6 16.3

60
1 1 9 9
7 7 2 2 6,365
2 2 4,800

4 4

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
242,875 239,460 385,796 303,979
14,017 9,505 588,347 663,982
228,858 229,955 974,143 967,961
184,341 187,799 70,268 71,940
45,648 46,670 35,720 35,720
44,517 42,156 105,699 71,723

163 63 81,670 45,950
3,776 2,761 175,967 143,663
40,904 39,458 456,000 456,000
14,633 5,000 342,176 368,298
16,640 6,113 798,176 824,298
7,884 12,223 974,143 967,961
31,013 26,122

要支給額 引当額 引当率(%)
19,531 19,531 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

120.2% 119.7% △ 0.5
549.0% 422.5% △ 126.5
81.9% 85.2% 3.2
14.7% 9.9% △ 4.8

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
5,000 秋田犬の里魅力アップ促進事業補助金（観光情報ｺｰﾅｰ映像制作他）

主な出資
（出捐）者

経常収入（千円）

乗降客数（人）

顧客満足度指数  

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

大館能代空港ターミナルビル　株式会社 （株１０）

A B A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

・組織体制については、年4回の取締役会に充て職役員ができるだけ多く出席できるよう、開催日の調整を早めに行うよう努めた。                                                                                     
・顧客満足度については、委託先、テナントとも連携して改善施策を検討、実施した結果、前年よりも2ポイント上昇し、平成27年度
の調査開始以来最高値となった。                                                                                                                                                          
・修繕費等については、利益剰余金の一部を施設整備積立金として確保し、将来の大規模修繕に備えている。

A

新型コロナウイルスの
影響もあり航空旅客数
は前年を超えなかった
ものの、航空貨物は前
年の2倍以上と飛躍的
に伸長。青森県や岩手
県を含む広域的な圏域
で存在感を増してい
る。

A

常勤の役員が2名お
り、常時、書類を決裁
し、職員を指示する体
制が整っている。常勤
プロパー職員は勤続年
数が長く業務に精通し
ており、常時、実務を
処理する体制が整って
いる。

B

事業目標として掲げた３
項目の達成率は、経常収
入98％、乗降客数94％、
顧客満足度指数98％と健
闘したが、新型コロナウ
イルス感染症の影響によ
る急激な需要の悪化も響
き100％以上を達成でき
たものはなかった。

A

経常ベースの単年度損益
は、開業以来20年以上連
続した黒字であり、安定
した財務状況を継続して
いる。ただし、今後新型
コロナウイルス感染症問
題が与える影響について
は未知数である。

A

大館能代空港は、空港
IC開通によりアクセス
が向上し、北東北の中
心に位置する空の玄関
口として、これまで以
上に同地域の周遊観光
に大きな役割を果たす
ことが期待される。

A

取締役会を年4回開催
し、経営方針や年間業
務目標に対する進行管
理を適切に行ってい
る。社員は部門ごとに
適切に配置されている
が高齢化が進んでお
り、今後も安定した業
務運営を行う上で、職
員の新規採用・ノウハ
ウの伝達が不可欠であ
る。

B

目標として、大館能代空
港利用促進協議会が掲げ
ている空港利用者数を設
定し、道の駅機能を有す
る空港として様々なイベ
ントを開催し、空港の利
用促進に取り組んだが、
新型コロナウイルス感染
症の影響によって急激に
利用者が減少し、目標数
値を達成することはでき
なかった。

A

令和元年度当期純利益は
26,122千円で、利益剰余
金は施設整備積立金を含
め368,298千円であり、
健全な経営状況にある。

当年度はやや減収となったものの、営業利益・経常利益ともにほぼ前年並みの水準を確保することができ
た。不動産事業収入（賃料収入）が大部分であることから、費用の管理を適切に行うことで、毎期安定した
業績を維持することができる。利益剰余金も積み増しできており自己資本比率も増加、財務基盤は安定して
いる。付帯事業収益が伸びれば、より安定経営に繫げることができると考える。ただ今後、新型コロナウイ
ルス感染症の影響も予想されるため、状況に応じて費用の削減等、適切に対応する必要があるが、法人はそ
のことを十分認識している。

A

三セクの行動計画上は
「本来県が実施すべき
事業を主たる事業とす
る法人」に位置づけら
れている。空港ターミ
ナルビルは、空港法の
空港機能施設の一つで
あり、公共的な役割は
大きい。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

B

ここ数年、経常収入、乗
降客数ともに増加傾向で
あったが、当年度は新型
コロナウイルス感染症の
影響により前年度比で減
少し、顧客満足度指数も
含めた3項目全てで目標
値に達しなかった。た
だ、いずれの項目も、目
標値の95％程度の水準に
は達している。

A

やや減収となったもの
の、引き続き黒字を維持
している。利益剰余金も
潤沢にあり、財務基盤は
安定している。ただ、今
後は新型コロナウイルス
感染症の影響も想定され
るため、適切な対応が求
められる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

株式会社　秋田県分析化学センター （株１１）

代表者職氏名 代表取締役社長　草彅　作博　 所管部課名 生活環境部環境管理課
所在地 秋田市八橋字下八橋191-42 設立年月日 平成13年4月2日

電話番号 018-862-4930 ホームページ http://www.akibun.com/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 409,000 90.9%
いであ(株) 30,000 6.7%
(株)環境総合リサーチ 3,000 0.7%
秋田県分析化学センター従業員持株会 8,000 1.8%
合計 450,000 100.0%

設立目的
昭和47年6月1日、県、市町村並びに業界の出資による公害問題の分析機関として、前身である財団法人が設立
された。その後、平成13年4月2日に財団法人の全額出資により株式会社秋田県分析化学センターが設立され、
平成14年4月1日財団法人からの営業権全面譲渡を受け開業した。

事業概要 水質、大気質、土壌、騒音・振動、臭気質や食品分析など生活環境の保全に関する総合コンサルタント業

事業に関連する
法令、県計画

令和元年度は、「洋上風力発電事業に係る環境アセスメント関連業務」「廃棄物処理施設建設に係る生活環境影響調査業務」
「廃棄物処理プラント関連業務」「ＰＣＢ使用安定器の保有状況に関する調査業務」や「産業廃棄物実態調査フォローアップ等
調査などの廃棄物コンサルタント関連業務」などを受託することができ、売上高は前期比6.3％増の756,152千円と売上目標を大
きく上回る増収となり、３期連続で７億円を超える売上高を達成することができた。一方、コスト面では、「顧客目線」で考え
「コスト意識」を徹底することや、基盤となる調査・測定・分析の技術力と現場力の強化、経営の効率化と収益性の改善などに
取り組み、より減益への抑制を図った結果、営業利益では73,065千円、経常利益は81,420千円、当期純利益については54,181千
円と前期に比べ増益を計上することができた。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 677,000 684,000 691,000 700,000
実績 707,843 711,464 756,152 －
目標 22,000 22,000 22,000 22,000
実績 20,935 20,828 21,394 －
目標 4 4 4 4
実績 4 4 4 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 46 45

4 4
1 1 41.1

4
2 2 15 16 14.6
1 1 62

61 61
4 4 2 2 5,167
1 1 1 1 7,600

5 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
711,464 756,152 623,613 681,718
456,057 492,973 358,830 339,210
255,407 263,179 982,443 1,020,928
188,099 190,114 106,795 117,082
355,871 378,318
67,308 73,065 66,332 41,699
3,366 8,356
1,513 1 173,127 158,781

69,161 81,420 450,000 450,000
359,316 412,147
809,316 862,147

22,469 27,239 982,443 1,020,928
46,692 54,181

要支給額 引当額 引当率(%)
0 0

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

110.7% 111.9% 1.2
583.9% 582.3% △ 1.7
82.4% 84.4% 2.1
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

70,985 93,755 調査分析委託

主な出資
（出捐）者

売上高（千円）

依頼件数（件）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職共済制度へ加入している。

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

株式会社　秋田県分析化学センター （株１１）

C A A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

　会社の中長期的な事業展開や、顧客ニーズの高度化と業務内容の多様化に対応できる人材を育成するため、社員の研修・教育
を充実し、技術力の研鑚及び継承に努めるとともに、株主構成に対する意見も踏まえつつ、県外株主の開拓に努めている。

C

「財団法人」として設立
された当時は、県の公害
防止行政を側面から支援
する機関としての位置付
けであった。「株式会
社」へ転換後も環境分析
等の業務が環境保全に資
するものであり、県民生
活の安全・安心を担う企
業として公共的役割を持
つものと考えるが、環境
意識の多様化に伴い、他
社と競合する部分が大き
くなってきており、公共
的役割の評価は低くせざ
るを得ない。

A

大規模かつ難易度の高
い業務や専門性の高い
業務のスムーズな実施
と継承のため、引き続
きプロジェクトチーム
を組織するなど、柔軟
な組織体制の構築を
図っていく。 A

当社の品質目標である「顧
客満足度の向上と売り上げ
の拡大」を全社で取り組ん
でおり、顧客満足度におい
ては「料金に関すること」
「提案・アドバイス」に関
することへの評価は昨年度
より低い評価となった。そ
の他の項目においても昨年
度より評価が若干低くなっ
ている。しかしながら総合
的には各顧客に高い評価を
得ている。

A

当期は、売上目標を大きく
上回る売上高を計上し、売
上原価及び販管費も増額と
なったものの、増収増益を
達成することができた。ま
た、新社屋建設計画のた
め、毎年度社屋整備積立金
を計上し内部留保を確保し
ている。当期においても引
き続き計上し、将来への経
営基盤安定に努めており、
財務基盤も安定している。

C

実施事業は環境測定及
び分析を主としてお
り、広く県民の生活環
境の保全に資するもの
であるが、現在は民間
の同業他社と競合する
関係にあり、環境行政
の補完機関としての役
割は相対的に低下して
いる。

A

プロジェクトチームを
組織して大規模かつ難
易度の高い業務をス
ムーズに実行するな
ど、柔軟な組織体制を
構築しており、整備さ
れた組織体制と認めら
れる。

A

営業利益等は前期に比べ
増益を計上するほか、顧
客満足度調査の実施によ
り、顧客のニーズを把握
分析した上で、明確な数
値目標を掲げて事業実施
しており、良好であると
認められる。

A

１５期連続で黒字計上し
ており、自己資本比率及
び流動比率が高く、借入
金もないことから、財務
状況は非常に安定してい
ると認められる。

売上高は、調査・分析部門、環境コンサルタント部門等各部門とも増収となった。増収に伴い売上原価や販管
費も増加しているが、営業利益や経常利益・当期純利益は増益で、しかも利益水準は高い。営業利益率は昨年
の9.46％から当年度は9.66％とさらに改善されていることから、コスト意識も高いと考えられる。キャッシュ
も増加傾向にあり、利益剰余金も潤沢にあることから、財務基盤は非常に安定している。施設整備積立金の積
み増しも行われており、将来への備えも実施された。今後も引き続き安定経営に努めてほしい。

C

三セクの行動計画上は
「設立支援を目的とし
て出資等をした法人
で、その目的が達成さ
れた法人」に位置づけ
られている。引き続
き、県が所有する株式
の処分を進めることが
望まれる。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。
高難度な業務や専門性
の高い業務に対応する
ためのプロジェクト
チームも組織されてい
る。

A

売上高及び顧客満足度指
数については、事業目標
を達成しており、依頼件
数についても目標値の
97％の水準に達している
ことから、良好であると
認められる。 A

継続して高い水準で経常
黒字を確保している。利
益剰余金も潤沢にあるこ
とから、財務基盤は非常
に安定している。また、
株主への配当も実施でき
ている。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収
内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

株式会社　秋田県食肉流通公社 （株１２）

代表者職氏名 代表取締役社長　土田　正広 所管部課名 農林水産部畜産振興課
所在地 秋田市河辺神内字堂坂2-1 設立年月日 昭和53年6月6日

電話番号 018-882-2161 ホームページ http://www.akitasmile.com/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 445,710 33.8%
全国農業協同組合連合会 378,490 28.7%
独立行政法人農畜産業振興機構 320,000 24.2%
その他25市町村4団体 175,500 13.3%
合計 1,319,700 100.0%

設立目的
秋田県における肉畜及び食肉流通の合理化を図り、もって畜産農家経済の発展と県民生活の向上に寄与する
ことを目的に設立

事業概要
①肉畜の集荷、と殺、解体　②枝肉及び副産物の買い取り並びに受託処理加工　③食肉及び副生物の加工並
びに貯蔵販売　④前各号に付帯する一切の事業

事業に関連する
法令、県計画

と畜場法、食品衛生法

県内におけるＰＥＤの再発生はあったものの、と畜頭数は目標を上回り、カット頭数については、前年実績を上回ったものの
目標達成には至らなかった。収支については、年度末に発生した新型コロナウイルスの影響や市場相場の乱高下により大変厳
しい販売環境ではあったが、と畜処理頭数が目標達成したことに加え、原油安における光熱費など経費の節減に努めた結果、
令和元年度事業実績は当期純利益14,990千円となった。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 182,180 180,100 175,800 182,750
実績 173,232 172,937 176,543 －
目標 99,000 96,700 98,600 101,600
実績 91,079 91,939 95,221 －
目標 90 90 90 90
実績 91 90 90 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 55 57

3 3 1 1
1 1 1 38.3

4
7 7 2 2 7 8 13.4

63
63 65

10 10 3 3 3,751
1 1 5,752

5 6

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
9,254,673 9,277,779 981,669 918,588
8,780,207 8,783,869 875,401 885,005

474,466 493,910 1,857,070 1,803,593
463,346 478,851 234,904 211,242
335,748 329,267 47,172 47,172
11,120 15,059 289,630 244,825
16,055 17,035 175,013 127,841
1,896 1,638 524,534 456,067

25,279 30,456 1,319,700 1,319,700
12,836 27,826

1,525 22 1,332,536 1,347,526
13,828 15,444 1,857,070 1,803,593
9,926 14,990

要支給額 引当額 引当率(%)
153,797 83,510 54.3%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

100.3% 100.3% 0.1
417.9% 434.9% 16.9
71.8% 74.7% 3.0
16.7% 13.0% △ 3.7

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
1,200 604 秋田牛輸出拡大推進事業
4,615 6,341 秋田県産牛肉の放射性物質検査に係るｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ等業務委託他

主な出資
（出捐）者

と畜頭数（豚換算：頭）

カット頭数（豚換算：頭）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

株式会社　秋田県食肉流通公社 （株１２）

B A B A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

・引き続き公共的な役割を果たすため、と畜場として県内畜産農家の要望に応えた運営に取り組んだ。
・安定した集荷頭数の確保を図るため、県内畜産業者や県外業者へ、本公社でのと畜誘導に重点的に取り組んだ。
・単年度経常黒字を継続するため、役員の給与減額に取り組んだ。

B

食の安全・安心を確保
すると共に、「秋田
牛」等を始めとする県
産ブランド食肉の販売
対策に重点的に取り組
み、本県畜産振興を牽
引する主導的役割を果
たしてきた。

A

会社法に遵守した組織
体制（取締役会・監査
役会・会計監査人）と
なっている。内部監査
を毎年実施する計画と
なっている。

A

県内におけるＰＥＤの再
発生はあったが、一部の
大口農場の生産頭数が前
年実績を上回る結果とな
るなど、豚換算頭数では
と畜頭数が事業目標を達
成できたが、カット頭数
は事業目標を達成できな
かった。

A

と畜及び牛のカット処理
頭数が計画を上回り処理
料収入が増加したことに
加え、光熱費を含めた経
費の節減に努め、単年度
14,990千円の当期純利益
を計上することができ
た。

B

全県の畜産農家が生産
した牛・豚のと畜・解
体を行い、県民を始め
とする消費者に衛生的
で安全・安心な食肉を
提供するという広域
性・公共性の高い役割
を担うとともに、秋田
牛ブランドの推進な
ど、県の畜産振興施策
を具現化する重要なパ
－トナ－である。

A

事業の執行に必要な常
勤の役員・職員が確保
されているほか、取締
役会の適正な開催を始
め、安定した法人運営
に必要な組織体制は十
分に整備されている。 A

県内の家畜飼養頭数や食
肉の需給・相場の動向を
把握・分析した上で、処
理頭数や販売額等につい
て、適切に目標を設定し
ている。元年度について
は、と畜頭数が牛・豚と
も事業目標を達成できた
が、カット頭数は事業目
標を下回っている。

A

29年度に累積赤字を解消
し、元年度も当期純利益
14,990千円と、５期連続
で黒字を確保した。当期
末利益剰余金は27,826千
円となり、安定経営を実
施している。

事業の性質上原価率が高いため、売上高に対する利益率は低いものの、当年度も昨年度に引き続き、増収・
増益を達成した。平成29年度に創業以来の累積損失を一掃して以降、順調に利益剰余金を積み増ししてい
る。一時的に借入金が増加した時期もあったが、当年度も順調に返済した。売掛金が昨年度より2億円ほど減
少したことが、キャッシュに余裕をもたせたといえる。設備投資を毎期行っているが、収益力で減価償却費
の負担を吸収してきた。この傾向を今後も継続し、安定経営を維持してほしい。

B

三セクの行動計画上は
「設立支援を目的とし
て出資等をした法人
で、その目的が達成さ
れた法人」に位置づけ
られているが、と畜場
としての役割や、県産
ブランドの推進など県
の畜産振興施策の推進
面での役割も大きい。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整っている
と認められる。

A

と畜頭数、顧客満足度指
数の２項目は目標を達成
し、カット頭数も目標値
の96％以上の水準に達し
ている。
引き続き、安定した集荷
体制の構築等が期待され
る。

A

平成27年度以降は黒字を
確保しており、平成29年
度に創業以来の累積損失
を一掃して以降、順調に
利益剰余金を積み増しし
ている。
引き続き、収益を確保し
安定した経営を継続して
いくことが期待される。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収
内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③取締役会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

売上高 流動資産
売上原価 固定資産

売上総利益 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費(売上原価含む） 短期借入金
営業利益（損失） 固定負債

営業外収益 長期借入金
営業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 利益剰余金等
特別損失 純資産計
法人税、住民税・事業税 負債・純資産計

当期純利益（損失） ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

株式会社　マリーナ秋田 （株１３）

代表者職氏名 代表取締役　米沢　正 所管部課名 建設部港湾空港課
所在地 秋田市飯島字堀川 118 設立年月日 平成6年11月1日

電話番号 018-847-1851 ホームページ http://www.marinaakita.co.jp/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 13,000 26.0%
ヤマハ発動機（株） 12,500 25.0%
秋田市 7,800 15.6%
その他２市７団体 16,700 33.4%
合計 50,000 100.0%

設立目的
(1) 港湾及び河川・海岸の放置艇の集約を図り秩序ある水域利用を行う。(2)海洋スポーツ・レクリエーショ
ンの普及・振興を図る。(3)観光及び教育等、地域活性化に寄与する。以上を目的に県等の出資により平成6
年11月に設立された。

事業概要
（1）マリーナの管理（指定管理者）　（2）船舶用燃料、マリン用品の販売　（3）船舶修理業、レンタル
ボート事業　（4）イベント、会議等の企画運営業務他

事業に関連する
法令、県計画

新規の専用入艇数は目標34艇に対して実績25艇、県施設使用料は計画比99.5%だったが、稼働が良く出港数が伸び、燃料などの
自主事業売上は計画比109.4%、売上合計では実績107,744千円、計画比103.9%となった。一般管理経費は増加して計画比101.2%
となったが、最終損益は営業利益2,451千円、計画比102.7%、経常利益2,505千円、計画比103.2%となって当期利益1,421千円を
確保した。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 396 402 394 386
実績 388 389 377 －
目標 6,500 6,300 6,300 7,500
実績 5,991 6,154 7,269 －
目標 68 69 70 70
実績 67.5 69.2 64.6 －

取締役 監査役 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 8 8

1 1
39.6

2
7 7 1 1 8 8 13.9
2 2 67 1 1
1 1 16 16
8 8 1 1 1 1 4,033
3 3 3,851

6 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
104,597 107,744 133,551 134,527
21,872 23,771 16,386 15,563
82,725 83,973 149,937 150,090
80,113 81,522 73,209 71,189
59,507 61,463
2,612 2,451 9,644 10,396

130 54
5 82,853 81,585

2,737 2,505 50,000 50,000
120 120 17,084 18,505

67,084 68,505
1,479 1,204 149,937 150,090
1,378 1,421

要支給額 引当額 引当率(%)
10,395 10,395 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

102.7% 102.4% △ 0.3
182.4% 189.0% 6.5
44.7% 45.6% 0.9
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

主な出資
（出捐）者

専用入艇数（隻）

出艇回数（回）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

株式会社　マリーナ秋田 （株１３）

B A B B

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

・マリーナへの関心を持ってもらい新規入艇数の確保に繋げるための取組として、免許事業者、船艇販売業者及びフィッシング業界
と連携を図り、船舶免許取得者を対象としたキャンペーン等を実施した。
・長期に渡ってマリーナ利用を見込める４０代以下の世代をターゲットに、人気の高いゲームフィッシングの紹介に努めた。

B

河川等の放置艇の集
約、利用者への水域利
用の法令・マナー遵守
の啓蒙、一般県民への
親水イベントの参加機
会の提供など、公共施
設としての役割を果た
している。

A

業務遂行に必要な常勤
役員を配置している。
また、各マリーナの体
制については、社員の
資格保有状況等を考慮
しながら適切に配置し
ている。

B

船舶免許取得希望者への
体験乗船や釣具店との連
携によるボートフィッシ
ング愛好者の釣行体験を
実施した。また、釣り雑
誌やケーブルテレビへの
取材協力などにより、利
用拡大の情報発信を行っ
た。

A

人口減少などの影響によ
り専用入艇数の目標は達
成できなかったが、出港
数や自主事業売上が増加
したことにより当期純利
益を確保し、6期連続の
黒字経営となった。

B

港湾及び河川等の放置
艇の集約により、秩序
ある水域利用に寄与し
ており、公共施設とし
ての役割を果たしてい
る。

A

業務遂行のために必要
な常勤役員や職員を配
置し、適切な組織体制
を構築している。 B

専用入艇数は減少傾向に
あるが、ほぼ横ばいで推
移している。また、出港
数は増加しており、概ね
目標を達成している。

A

当期純利益の黒字を確保
し、6期連続での黒字経
営となっている。

売上高のうち、県施設使用料売上はほぼ前年と同額であったが、自主事業売上が伸びたことにより増収と
なった。また利用者稼働状況に関しては、出艇回数が目標値を大幅に上回ることができた。結果的に当年度
もほぼ前年並みの利益を確保することができ、黒字体質を維持・継続している。年間の売上高を超える資金
を有しているため、資金繰りには余裕がある。純資産も徐々に増えてきており、経営も安定してきている。

B

三セクの行動計画上
は、「県が直接民間企
業に委託することが可
能な事業を主たる事業
としている法人」に位
置づけられているが、
公の施設の管理者とし
て一定の公的役割を
担っている。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

B

出艇回数は目標を上回っ
た。専用入艇数、顧客満
足度指数は未達となった
ものの、目標値の90％以
上の水準に達している。
引き続き、事業の基盤で
ある入艇数の確保に向け
た取組が求められる。

A

6期連続で黒字を確保
し、剰余金も増えてきて
おり、経営は安定してき
ている。

- 29 -



経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、 ③理事会回数
　職員数には括弧（内数）で表示している。 平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金

委託費

指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益財団法人　秋田県国際交流協会 （公益１）

代表者職氏名 理事長　佐竹　敬久 所管部課名 企画振興部国際課
所在地 秋田市中通二丁目３番８号 設立年月日 平成3年7月1日
電話番号 018-893-5499 ホームページ http://www.aiahome.or.jp

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 750,000 76.9%
(株)秋田銀行 25,000 2.6%
(株)北都銀行 13,000 1.3%
その他 187,254 19.2%
合計 975,254 100.0%

設立目的
県民の国際理解を深め、国際交流活動を促進することにより、様々な国籍や多様な文化的背景を持つ人々が、
ともに安心して暮らし、地域の活性化を図り、多文化共生のまちづくりを推進することにより、秋田県の国際
化に寄与することを目的とする。

事業概要
1.在住外国人のサポート、2.国際理解の促進・人材育成、3.国際交流・国際理解・多文化共生等に関する団体
の支援及び団体への活動機会の提供、4.国際化に関する情報提供、5.海外諸国との友好交流

事業に関連する
法令、県計画

あきた国際化推進プログラム、第３期ふるさと秋田元気創造プラン

　県内の在住外国人の支援を目的として外国人相談センター及び地域外国人相談員による相談対応を行ったほか、平成28年度に
秋田県と「災害多言語支援センター」設置にかかる協定を締結したことを受け、各市町村の災害担当者向けに災害時の外国人支
援に関する情報提供、各種研修会などにおける「やさしい日本語」の普及啓発活動を行った。また、一般県民や日本語学習支援
者を対象とした研修会やイベントを開催し、県民の国際理解を深めるとともに、外国人の支援や外国人との交流をサポートする
人材を「AIAサポーター」として登録し、通訳・翻訳・文化紹介の依頼に対応し、多文化共生社会の推進に努めた。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 5,800 6,000 7,800 4,000
実績 6,492 8,024 3,265 －
目標 80 80 105 110
実績 102 117 149 －
目標 90 90 90 90
実績 93 95 97 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 2(1) 2(1)

1 1 1(1) 1(1)
1 1 1 1 49

- 1 1
6 6 2 2 7 6 5 3 2
1 1 1 1 2 1 -
1 1 8(1) 6(1)
7 7 2 2 7 6 2(1) 2(1) 2,399
3 3 1 1 2 1 -

2 4

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
45,554 37,503 21,997 21,665

基本財産・特定資産運用益 25,513 25,513 1,221,416 1,225,117
受取会費・受取寄附金 874 481 1,243,413 1,246,783

16,810 9,485 938 775
21

受取補助金・受取負担金 2,336 2,024

41,813 33,970 938 775
33,105 24,581 1,201,254 1,201,254
8,708 9,389 975,254 975,254

人件費(事業費分含む) 19,152 19,538 41,221 44,754
3,741 3,533

1,242,475 1,246,008
1,243,413 1,246,783

3,741 3,533
要支給額 引当額 引当率(%)

3,741 3,533

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

108.9% 110.4% 1.5
2345.1% 2795.5% 450.4
99.9% 99.9% 0.0
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
1,932 1,582 海外移住者支援事業

16,810 9,485
外国人相談センター運営事業、甘粛省技術研修員受入事業、南米ネッ
トワーク構築事業、沿海地方専門家受入事業、天津市青少年友好交流
事業

226,000 226,000 特定資産

主な出資
（出捐）者

啓発講座等受講者数（人）

AIAサポーター登録者数（人）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職金共済事業へ加入している。

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益財団法人　秋田県国際交流協会 （公益１）

A B A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

・ＡＩＡサポーター登録者数については、主催事業の参加者へサポーター制度の周知を図ったほか、留学生等の在住外国人に対し積
極的に人材発掘に取り組んだことから、目標を達成することができた。
・各種研修会を充実させることにより、これまで当協会の事業に参加してなかった企業などからも参加を得られた。また、県民と在住
外国人が経常的に交流できる場を設けることにより、県民の異文化理解の促進に努めた。

A

『第３期プラン』にお
ける施策の一つである
「多様な国際交流及び
国際理解の推進と多文
化共生の構築」を業務
としており、公共的役
割を果たしている。

B

平成２８年度に正職員
を採用したことによ
り、継続性・専門性が
重要な事業が円滑に実
施できるようになっ
た。

A

「あきた国際フェスティ
バル」や人材育成のため
の研修会実施など、事業
は確実に行われている。
「顧客満足度指数」も目
標指数を達している。

A

一般正味財産は収支が均
衡している。現在財務状
況は安定しており、受託
事業収入の減少や臨時職
員雇用による人件費の増
加に備え、今後も継続し
てコスト管理を行う。

A

総務省に認定された本
県唯一の地域国際化協
会であり、本県の国際
化を推進する中核的な
組織として、県の計画
にも位置づけられる公
共的な事業を実施して
いる。

B

常勤理事のほか、県出
向の常勤職員とプロ
パー職員が配置されて
いる。事業は確実に執
行できる体制ではある
が、より自律的な運営
体制の構築が求められ
る。

B

大規模イベントの実施方
法の変更や、新型コロナ
ウイルスの影響により、
講座受講者数が大幅に減
少した。ただし、それ以
外の講座等への参加者数
は増加したこと、サポー
ター登録者数や顧客満足
度指数は目標を達成して
おり、事業全体としては
概ね事業目標が達成され
たと判断できる。

A

感染症の流行により一部
事業を中止したため経常
収支比率が+5%以上と
なったものの、財源が安
定確保されており、出捐
金の取崩・県からの運営
費補助や貸付けは行われ
ておらず、安定した財務
状況を維持している。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各種講座や交流会等が中止となり、目標となる啓発講座等受講
者数は、大幅に前年を割り込んだ。当年度は自主事業収益はなく、県から委託されている事業に係る受託料
収益も減少したが、一方で事業費もそれに応じて減少した。もともと基本財産・特定資産である満期保有目
的の有価証券（国債や地方債）の運用益が法人運営の主たる財源となっているため、受託料収益に変動が
あったとしても、毎期安定的に利益を計上できる収支構造となっており、当年度も引き続き前年並みの黒字
を確保することができた。今後も新型コロナウイルスの影響が少なからずあるとしても、財務基盤は引き続
き安定するものと予想される。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業を
主たる事業とする法人」
に位置づけられている。
「あきた国際化推進プロ
グラム」における国際化
推進の中核的組織として
各種事業を実施してお
り、県の施策における協
働事業体としての役割は
大きい。

B

常勤の役職員が配置さ
れており、法人運営上
の組織体制は整ってい
ると認められる。

B

AIAサポーター登録者数及び
顧客満足度指数はともに目
標を達成したものの、大規
模イベントの実施方法の変
更や、新型コロナウイルス
の影響による事業中止が響
き、啓発講座等受講者数は
目標値を大幅に下回る達成
率となった。実施方法の見
直し等を図るなど、県民の
国際理解・異文化理解の深
化に資する啓発講座等の安
定した実施が期待される。

A

経常ベースでの黒字を継
続しており、財務基盤も
安定している。今後も安
定した収益の確保及び事
業の実施が期待される。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③理事会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益財団法人　あきた移植医療協会 （公益２）

代表者職氏名 理事長　佐藤　滋 所管部課名 健康福祉部保健・疾病対策課
所在地 秋田市千秋久保田町6番6号 設立年月日 平成7年3月29日

電話番号 018-832-9555 ホームページ http://business4.plala.or.jp/ishoku-a/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 67,842 43.5%
25市町村 66,945 43.0%
64民間団体等 21,003 13.5%
合計 155,790 100.0%

設立目的
臓器移植及び組織移植の推進を図るため、臓器及び組織の移植等に関する知識の普及啓発と臓器移植及び組織
移植のための諸条件の整備、援助等を行い、もって県民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。

事業概要

(1)臓器移植及び組織移植に関する知識の普及啓発、(2)臓器及び組織の機能不全の予防に関する知識の普及啓
発、(3)眼球提供者及び角膜移植希望者の登録、(4)眼球の摘出、保存及びあっせん、(5)組織適合性検査に係る
費用の助成、(6)臓器及び組織提供者に対する敬弔費の支給、(7)医療機関等に対する臓器及び組織の摘出に係
る費用の助成、(8)臓器移植及び組織移植を推進するための調査、研究等

事業に関連する
法令、県計画

臓器の移植に関する法律、秋田県医療保健福祉計画

全国的には、年間の提供件数が１２６件と過去最高に達したものの、依然として、臓器移植希望登録者数に比べ臓器提供が極め
て少ないという状況が続いている。本県は、献眼が１件あったものの、眼球以外の臓器提供はなく、提供件数が少ない状況が続
いている。
こうした中、移植医療の推進を担う県内唯一の公益法人として、臓器及び組織の移植等に関する知識の普及と角膜移植を含めた
臓器移植及び組織移植のための諸条件の整備、援助等の事業を行い、移植医療推進の環境づくりに努めた。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 45,000 45,000 45,000 45,000
実績 53,920 57,406 45,505 －
目標 90 90 90 90
実績 100 100 100 －
目標 25 25 25 25
実績 26 25 24 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 3 3

1 1
53.7

-
8 9 2 2 10 9 6.4

2 2 -
3 3

8 9 2 2 10 9 1 1 2,928
2 2 -

4 4

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
17,549 25,350 2,643 2,401

基本財産・特定資産運用益 920 920 172,743 172,602
受取会費・受取寄附金 4,785 12,174 175,386 175,003

5,927 6,148 360 208
1,000 3,550

受取補助金・受取負担金 1,417 2,043
3,500 515

17,643 25,440 360 208
12,101 15,330 172,743 172,602
5,542 10,110 155,790 155,790

人件費(事業費分含む) 9,884 10,273 2,283 2,193
△ 94 △ 90

216 175,026 174,795
216 175,386 175,003

△ 94 △ 90
△ 3,350 △ 141 要支給額 引当額 引当率(%)
△ 3,444 △ 231

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

99.5% 99.6% 0.2
734.2% 1154.3% 420.2
99.8% 99.9% 0.1
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

5,894 6,148 臓器移植連絡調整者設置事業及び普及啓発事業

主な出資
（出捐）者

普及啓発資料の配布（枚数）

院内コーディネーター設置病院の割合（％）

臓器提供の意思表示の割合（％）

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職共済制度へ加入している。

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益財団法人　あきた移植医療協会 （公益２）

A B A C

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

・移植医療５０周年記念事業や第５６回日本移植学会総会を実施するため、寄附金の募集に積極的に取り組んだ結果、５０周年記
念事業寄付金が１６９万円寄せられたほか、一般寄附金収入が前年度より１００万円増加し、また学会等共催寄付金が前年度より
４７０万円増の７７０万円となった。
・移植医療５０周年記念事業を実施するため、日本臓器移植ネットワークの都道府県支援事業費助成金の特別枠に申請し、認め
られた。

A

当協会は、県、県内全市
町村及び趣旨に賛同する
団体等の出捐により設立
された公益財団法人であ
り、臓器移植及び組織移
植に関する専門的知識を
有する専属の職員を配し
て、県や関係団体と協働
し、また県からの委託を
受けて、臓器移植及び組
織移植の推進に関する事
業を実施しており、公共
的役割を十分に果たして
いる。

A

常勤職員を置き、適切に
事務処理を進めている。
協会の業務内容及び規模
等に鑑み、常勤役員は配
置していない。隔週に１
回、理事長による決裁日
を設け、職員から報告、
連絡等を受けて、理事長
が決裁し、また必要な指
示の下で事務を執行して
いる。その他、随時、理
事長と相談し指示を受け
る体制が整っており、適
切に法人運営を行ってい
る。

A

普及啓発資料の配布につ
いては目標を達成した。
院内コーディネーターに
ついては、目標とする１
５施設の全部に配置さ
れ、院内コーディネー
ターを対象とする研修会
を開催した。また、アン
ケート調査による臓器提
供の意思表示の割合につ
いては、ほぼ目標どおり
の割合となった。

C

協会は県による助成により
収支均衡を図ってきたが、
県による助成が漸減する
中、設立目的である公益事
業を実施するため、基本財
産を取り崩して対応してい
る。
一方、協会の人員体制及び
財政運営体制は、協会の設
立目的達成のため必須かつ
ミニマムであり、基本財産
の取崩に依存しない財政基
盤の確立を目指すのであれ
ば、設立者である県の抜本
的な財政支援以外に方途は
ない。

A

臓器移植に関する正し
い知識の普及啓発を進
めるとともに、臓器移
植のための整備支援並
びに角膜及び強膜の
あっせんを行うことに
より、移植医療の推進
を図り、もって県民の
健康と福祉の向上に大
きく寄与するもので、
公共的役割を十分に果
たしている。

B

常勤役員は配置してい
ないが、理事長が隔週
１回の決裁等の運営に
関する指示を適切に行
うことにより組織体制
は適切に維持されてい
る。 A

普及啓発事業は年間計画
に基づき適切に実施して
いる。また、県内の主な
医療機関に移植医療の調
整を行うために配置して
いる院内臓器移植医療
コーディネーターは目標
である１５施設に配置
し、研修等により移植医
療体制の強化を図ってい
る。

C

賛助会員の会費収入拡大
や眼球あっせん業による
収入増加等、経営努力を
行っているが、安定的で
はなく、経常収支のマイ
ナスを特定資産で補填し
ている状況である。今後
も収支均衡を図るととも
に、協会のあり方につい
て必要な検討を行ってい
く。

経常収益では、自主事業収益が増加したのが目立った。また受取寄付金が大きく増加しているが、学会等共
催事業開催費が増えている。基本財産と特定資産の取崩しは、前年までの3年間で、2,000千円、2,671千円、
3,500千円と推移してきたが、当年度は100千円で、取崩し額は減少した。その結果、当期経常増減額が若干
のマイナスとなったが、正味財産期末残高の減少は、当年度は小幅にとどまった。昨年来所管課のコメント
の記載にもあるように、協会と収支改善策やあり方について等、必要な検討を行うことが望まれる。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業を
主たる事業とする法人」
かつ「経営健全化に向
け、経営改善に積極的に
取り組むべき法人」に位
置づけられている。秋田
県医療保健福祉計画に基
づく臓器移植の推進に関
する事業を実施してお
り、県の施策における協
働事業体としての役割は
大きい。

B

常勤の役員は配置され
ていないものの、常勤
職員が配置されてお
り、実務遂行上の体制
は整っていると認めら
れる。

A

普及啓発資料の配布及び
院内コーディネーター設
置病院の割合はともに目
標を達成しており、臓器
提供の意思表示の割合も
概ね目標を達成してお
り、事業は適正に実施さ
れていると認められる。

C

赤字体質であり、基本財
産及び特定資産を取り崩
して収入不足を補ってい
る状態である。155百万
円を超える基本財産を有
しており、当面の存続に
懸念はないものの、収支
改善策や協会のあり方に
ついて、必要な検討を進
めていくことが望まれ
る。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、 ③理事会回数
　職員数には括弧（内数）で表示している。 平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益財団法人　秋田県生活衛生営業指導センター （公益３）

代表者職氏名 理事長　齊藤　育雄 所管部課名 生活環境部生活衛生課
所在地 秋田市旭北栄町１－５ 設立年月日 昭和55年4月17日
電話番号 018-874-9099 ホームページ http://www.akita-seiei.or.jp

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 1,500 28.2%
秋田市 700 13.2%
その他14団体 2,810 52.9%
（公財）秋田県生活衛生営業指導センター 300 5.6%
合計 5,310 100.0%

設立目的
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき、生活衛生関係営業の経営の健全化及び振興
を通じて衛生水準の維持向上を図り、併せて利用者及び消費者の利益の擁護を推進するための相談指導機関と
して設立された。

事業概要
主に各種経営相談・経営指導、生活衛生関係営業に関する講習会等、クリーニング師研修会及びクリーニング
所の業務従事者の講習会、日本政策金融公庫融資の指導、標準営業約款の登録推進等を行う。

事業に関連する
法令、県計画

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

相談指導・後継者育成支援・健康福祉対策推進事業等の補助事業及び日本政策金融公庫融資の指導やクリーニング師研修・ク
リーニング業務従事者講習等の各種事業は、順調に推進することができた。相談件数は目標の概ね100％であったほか、前年度
から回復傾向にあった経営改善資金特別貸付は新型コロナウイルス感染症対策の影響で件数で前年比１４５％、金額で1８０％
と大幅に増加した。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 430 430 430 430
実績 405 427 513 －
目標 100 100 100 100
実績 93 93 93 －
目標 400 400 400 400
実績 452 433 477 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 4(1) 4(1)

1 1 3(1) 3(1)
1 1 62

-
6 6 2 2 7 6 2.8

1 1 -
4(1) 4(1)

7 7 2 2 7 6 3(1) 3(1) 2,591
1 1 1 1 -

3 2

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
17,477 17,597 5,006 4,624

基本財産・特定資産運用益 1 1 5,370 5,370
受取会費・受取寄附金 10,376 9,994

2,418 2,258 640 185

受取補助金・受取負担金 15,058 15,338

17,269 17,523 640 185
15,591 15,628 5,310 5,310
1,678 1,895 5,310 5,310

人件費(事業費分含む) 11,758 12,078 4,426 4,499
208 74

9,736 9,809
10,376 9,994

208 74
要支給額 引当額 引当率(%)

208 74

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

101.2% 100.4% △ 0.8
782.2% 2499.5% 1,717.3
93.8% 98.1% 4.3
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
14,658 14,958 生活衛生営業指導センター補助金

99 99 日本政策金融公庫融資に係る推薦事務委託

主な出資
（出捐）者

相談件数（件）

顧客満足度指数

研修会、講習会等への参加人数（人）

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職共済制度へ加入している。

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益財団法人　秋田県生活衛生営業指導センター （公益３）

A A B A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

当年度も引き続き収支構造に変化はない。県からの補助金と受託事業が主な収益である、支出は人件費が大
部分であるが、全体的にも収益に見合った支出が行われており、毎期収支は均衡している。貸借対照表の資
産も流動・固定ともに預金が大部分であり、負債もほとんどない。資産規模は小さいものの、財務基盤に問
題はなく、安定経営が行われている。なお、正職員4人のうち事務職員を除いた3人は、県の退職者である。

クリーニング師や経営特別相談員、生衛業者等を対象とした各種研修会及び講習会等については、参加者の確保のため、昨年度
と同様に県や市と協力して案内を行ったほか、参加者が受講しやすい日程に設定したり、受講者に興味を持ってもらえるようなテー
マ、講師を選定するよう工夫に努めている。相談件数、顧客満足度指数については、昨年度と同様に経営指導全般について専門
知識を有するスタッフにより丁寧に取り組んでおり、回数を積み重ねてきた結果が現れたものと考えられる。

A

生活衛生関係営業の運
営の適正化及び振興に
関する法律第57条の4 
第1項各号に掲げる事
業並びにクリーニング
業法第8条の2第1項に
規定する研修及び講習
を実施している。

A

理事会及び評議員会
は、定款に定められた
時期に必要な回数を実
施している。常勤役員
は毎回、理事会及び評
議員会に出席してい
る。また、事務局長を
兼務している専務理事
を含め、正職員4名が
常勤している。

A

研修会・講習会等への参
加人数及び相談件数は目
標を達成しており、顧客
満足度指数についても、
概ね目標を達成してい
る。 A

公益財団法人として収支
相償基準を達成しなが
ら、当期経常増減額は74
千円のプラスとなってい
る。また、経常収支比率
は、0.4%と概ね収支均衡
を保っており、一般正味
財産も4,499千円あるこ
とから、財産基盤の健全
性が確保されている。

A

生活衛生関係営業の運
営の適正化及び振興に
関する法律第５７条の
３の規定に基づき、秋
田県知事が指定した組
織である。

A

定款に定める開催回数
を上回り、評議員会を
２回開催し、理事会を
２回開催している。
専務理事は事務局長を
兼務し、生活衛生営業
指導センターの経営・
運営を担っている。

A

研修会・講習会等への参
加人数及び相談件数は目
標を達成しており、顧客
満足度指数についても、
概ね目標を達成してい
る。

A

経常ベースの単年度損益
が経常収支比率＋５％の
範囲内であり、収支均衡
が保たれていると認めら
れる。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業
を主たる事業とする法
人」に位置づけられて
いる。
生衛法に基づく県の生
活衛生営業指導セン
ターとして法定事業な
どを実施しており、公
益性は高い。

A

常勤の役職員が配置さ
れており、法人運営上
の組織体制は整ってい
ると認められる。

A

相談件数及び研修会、講
習会等への参加人数はと
もに目標を達成してお
り、顧客満足度指数は目
標値を若干下回る達成率
となったが、事業は適正
に実施されていると認め
られる。

A

経常ベースでの収支均衡
は保たれており、財務基
盤も安定している。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③理事会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益社団法人　秋田県農業公社 （公益４）

代表者職氏名 理事長　佐藤　博 所管部課名 農林水産部農林政策課
所在地 秋田市山王四丁目１番２号 設立年月日 昭和44年5月27日

電話番号 018-893-6211 ホームページ http://www.ak-agri.or.jp/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 521,250 63.9%
全国農業協同組合連合会 58,700 7.2%
その他25市町村、8団体 235,740 28.9%
合計 815,690 100.0%

設立目的
農地の効率的利用、農業の担い手育成・就農支援、農産物の付加価値向上支援、畜産の基盤整備、生産振興、
畜産経営技術指導等に関する事業を通じて、農業経営体について、生産基盤から経営改善まで一体的な指導支
援を行い、もって秋田県農業の発展と農家経済の安定向上に寄与することを目的とする。

事業概要
農地中間管理事業、新規就農総合対策、特別栽培農産物認証、６次産業化支援、大豆原種等生産、県有牛飼養
管理、草地畜産基盤整備事業、畜産経営改善促進、肉用子牛生産者補給金制度、比内地鶏素雛供給

事業に関連する
法令、県計画

農地中間管理事業の推進に関する法律および農業経営基盤強化促進法（農地中間管理事業）日本農林規格等に関す
る法律（ＪＡＳ有機認証事業）肉用子牛生産安定等特別措置法（肉用子牛生産者補給金制度）

農地中間管理事業による機構の借入・転貸面積は、単年度目標である3,000haを大きく下回り1,927haにとどまった。新規就農支
援については、技術習得から経営開始、定着段階に至るまで、ソフト・ハード両面からの支援を引き続き行った。草地畜産基盤
整備事業は羽後２期地区と鹿角東部２期地区において実施するとともに、翌年度からの計画策定業務を行った。肉用牛振興事業
においては、県有繁殖雌牛等の飼養管理を引き続き受託するとともに、本県における肉用子牛の需要に対応するため公社有繁殖
雌牛を増頭し、肉用子牛の生産供給を拡大した。比内地鶏素雛供給については、県比内地鶏ブランド認証制度に基づき生産した
素雛等の周年供給を行った。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 3,154 3,142 3,135 3,155
実績 2,260 3,198 2,108 -
目標 1,110 1,045 969 890
実績 1,094 994 951 -
目標 80 80 80 80
実績 59 90 89 -

理　事 監　事 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 23 22

2 2 1 1
2 2 5 5 44

3 5 5
16 16 3 3 66 64 13
2 2 68 21 17
1 1 1 1 94 91

18 18 3 3 27 23 5,444
5 5 1 1 3,782

4 4

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
3,688,104 3,703,652 4,903,024 3,887,913

基本財産・特定資産運用益 2,881 2,942 1,494,746 1,124,571
受取会費・受取寄附金 18,913 18,913 6,397,770 5,012,484

91,922 89,745 697,190 162,406
2,787,340 3,008,583

受取補助金・受取負担金 633,724 475,425 4,301,317 3,796,432
153,324 108,044 3,944,661 3,480,571

3,700,399 3,740,003 4,998,507 3,958,838
3,688,935 3,722,736 603,738 286,859

11,464 17,267
人件費(事業費分含む) 329,546 366,493 795,525 766,787

△ 12,295 △ 36,351 354,278 354,211
2,873 843,851 1,399,263 1,053,646
1,086 836,238 6,397,770 5,012,484
1,787 7,613

△ 10,508 △ 28,738
493,998 △ 316,879 要支給額 引当額 引当率(%)
483,490 △ 345,617 109,720 109,720 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

99.7% 99.0% △ 0.6
703.3% 2393.9% 1,690.7
21.9% 21.0% △ 0.9
5.6% 6.6% 1.1

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
424,199 373,904 農地中間管理事業費補助金、草地畜産基盤整備事業費補助金ほか
83,021 77,728 県有牛飼養管理事業、大豆原種等生産業務ほか

1,662,057 1,167,613 大潟村方上地区土地取得整備等資金ほか
2,204,604 2,242,962 農用地売買事業借入金、農作業受委託事業借入金

主な出資
（出捐）者

農地利用集積面積（ha）

認証・経営診断等実施数（件）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益社団法人　秋田県農業公社 （公益４）

A B B A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

農地中間管理事業では、県の立ち合いのもと関係団体と「４者連携協定」を締結し、業務委託先である市町村や土地改良区、農業
委員会、ＪＡ等との連携・協力体制を再確認しながら事業を推進した。経常収支への影響が大きい畜産公共事業については、次年
度の計画策定業務のほか、長期的に事業量を確保するため実施地区の掘り起こし等を行った。

A

農地中間管理機構の指
定を受け、担い手の経
営発展を支援するとと
もに、新規就農者の支
援や６次産業化推進、
農産物認証、主要農作
物原種生産、畜産環境
整備や畜産経営体支援
指導を実施するなど、
県農政推進の補完的役
割を担っている。

B

常勤役員2名の下、理
事会を年4回開催し業
務執行の意思決定及び
常勤役員の職務執行状
況の報告等を行った。
職員については、業務
執行体制維持のための
適正なプロパー職員の
配置等を検討したうえ
で計画的に採用を行
い、事務局体制の整備
を図る。

C

事業目標における農地利
用集積面積は目標を大き
く下回った。これは地域
集積協力金の交付要件の
変更等により、集積を先
送りする傾向があったこ
と等が要因と考えてい
る。顧客満足度調査につ
いては高い満足度であっ
た。

A

当期経常増減（減少）額
が前年度よりも増加し
た。畜産公共の事業量減
により事務費負担が増加
している。また、農地売
買事業における未収金が
増加しており、貸倒引当
金を増額した。経常収支
比率については±5％以
内となっている。

A

農地中間管理機構や青年
農業者等育成センターと
して、担い手の経営発展
や新規就農者への支援を
行うほか、園芸作物の種
子生産や畜産関係の生産
基盤整備など、本県農業
の根幹を支える重要な業
務を担う機関である。
特に、「第３期ふるさと
秋田元気創造プラン」に
掲げる本県農業を牽引す
る多様な人材育成につい
ては、農地集積等の経営
基盤の強化や多様なルー
トからの就農者の確保に
係る業務を実施してお
り、公共的役割を担って
いる。

B

役員会は、必要に応じ
適宜開催され、業務執
行意思決定を適切に
行っている。
役員の充て職について
は、農地中間管理機構
として農地集積・集約
化や未利用地の利活用
など、県が強く関与し
ていく必要があるため
就任中である。

C

農地中間管理事業につい
ては、目標面積3,135ha
に対し、2,108haと目標
を下回ったものの、全国
的に事業実績に伸び悩む
中、ある程度の結果を残
せたことは評価できる。
来年度の目標達成に向け
て、更なる要因分析が必
要である。

A

経常収支比率は99.0%と
±5%以内となっているほ
か、出資金の取崩しや運
営費の補助金の受給は
行っていない。

経常収益は、農地売渡等収益が増加しているが、全体としてはほぼ前年並み。一方経常費用は、施設等引
渡処分損が前年度より大幅に減少したが、こちらも前年並みとなった。当期経常増減額は、36百万円の赤
字となったが、この金額は人件費の増加額とほぼ等しい。経常外増減の部では、当年度イレギュラーな項
目が目立った。経常外費用の「棚卸農用地評価損492百万円」に対して、経常外収益に「債務免除益492百
万円」が計上され、同じく経常外費用の「支払補助金返還金等344百万円」に対して、経常外収益に「受取
返還金等344百万円」が、それぞれ同額計上されている。赤字は二期連続であるが、現状では大きな影響は
ない。なお、指定正味財産から一般正味財産へ362百万円振り替えられたことから、正味財産期末残高は
345百万円減少した。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業
を主たる事業とする法
人」に位置づけられて
いる。
農地中間管理機構とし
ての機能や新規就農者
の支援、６次産業化の
推進など、県の農業を
総合的にサポートする
公益法人として、行政
の補完的役割は大き
い。

B

常勤の役職員が配置さ
れており、法人運営上
の組織体制は整ってい
ると認められる。
県の農地中間管理機構
としての役割を担って
おり、県が強く関与す
る必要があることか
ら、充て職の理事が就
任している。

C

顧客満足度指数は目標を
達成したものの、認証・
経営診断等実施数は目標
値を若干下回ったほか、
農地利用集積面積は目標
値を大幅に下回り、目標
未達成となった。要因分
析等を行い、引き続き、
適切かつ安定的な事業の
実施が望まれる。

A

経常収支はほぼ前年並み
となり、経常ベースでの
収支均衡は保たれてい
る。引き続き、キャッ
シュ・フローの状況にも
注視していく必要があ
る。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③理事会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益社団法人　秋田県青果物基金協会 （公益５）

代表者職氏名 会長理事　斉藤　一志 所管部課名 農林水産部農業経済課
所在地 秋田市八橋南２丁目10番16号 設立年月日 昭和45年5月28日
電話番号 018-864-2446 ホームページ http://akita-seikabutukikin.jp/

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 240,000 50.4%
25市町村 43,400 9.1%
13農業協同組合 61,000 12.8%
その他 131,500 27.6%
合計 475,900 100.0%

設立目的

生鮮野菜の市場価格は、気象・需給動向等による価格の変動が大きいため、産地の育成及び安定供給への支援
策として、県・県連合会及び産地農協を会員とした組織の設立の下、会員の出資金の運用益を財源とした価格
補償制度を創設し、価格低落時の損失補てんをすることにより再生産を確保し、産地基盤の確立と併せて消費
者への安定供給を目的とする。なお、昭和52年度より交付準備金制度に移行している。また、平成25年4月1
日、公益社団法人に移行した。

事業概要

県内における野菜及び花きの生産者が農協・ＪＡ全農を通じて出荷した園芸作物の市場価格が著しく低落した
場合に、予め積立した交付準備金（生産者・農協・市町村・全農・秋田県・国がそれぞれの負担割合で拠出）
を財源として補給金を交付する業務及び県内の果樹産地の構造改革を推進するための改植等に対する補助金を
交付する業務

事業に関連する
法令、県計画

野菜生産出荷安定法、秋田県園芸作物価格補償事業実施要領、果樹農業振興特別措置法

秋田県園芸作物価格補償事業（県単事業）については、本県が豊作基調で販売数量も前年を上回ったが、全国的な天候不順によ
る産地リレーの乱れや消費の不振から厳しい販売となったため、価格差補給金交付額は青果全体で61,419千円（前年比521％）に
増加した。
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業（国庫事業）についても同様に厳しい販売となり、補給金交付額は20,483千円（前年比
3,809％）と大幅に増加した。また、果樹経営支援対策事業（果樹未収益期間支援事業を含む・国庫事業）については、補助金額
等が11,777千円（前年比92％）となった。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 2 2 2 2
実績 2 2 2 －
目標 2 2 2 2
実績 2 2 2 －
目標 23,700 23,000 22,500 19,000
実績 24,598 24,945 19,871 －

理　事 監　事 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 1 1

2 2 59
-

9 9 3 3 1 38
-

4 3
9 9 3 3 8,599

-

4 4

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
111,468 268,200 31,415 30,987

基本財産・特定資産運用益 1,740 1,433 1,477,639 1,284,758
受取会費・受取寄附金 1,509,054 1,315,746

2,500 2,500 570 248

受取補助金・受取負担金 78,638 240,097 483,327 483,327
28,590 24,170
106,037 268,305 483,897 483,575
78,638 240,097 934,159 741,278
27,399 28,209 19,200 19,200

人件費(事業費分含む) 16,970 18,839 90,998 90,893
5,431 △ 106

1,025,157 832,171
1,509,054 1,315,746

5,431 △ 106
58,856 △ 192,881 要支給額 引当額 引当率(%)
64,287 △ 192,987 26,627 26,627 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

105.1% 100.0% △ 5.2
5511.4% 12478.3% 6,966.9
67.9% 63.2% △ 4.7
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
37,385 10,773 交付準備金造成分

主な出資
（出捐）者

事業説明会の実施（回数）

補給金の早期交付（月数）

受益者負担金（千円） 

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益社団法人　秋田県青果物基金協会 （公益５）

A B A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

A

野菜生産出荷安定法及
び果樹農業振興特別措
置法などに位置づけら
れている公的事業であ
る。

B

常勤役員はいないが、
速やかに指示等がなさ
れる事務執行体制にあ
り、概ね適切であると
認められる。

A

事業説明会等の実施、補
給金の早期交付の事業目
標を達成し、円滑な事業
実施が図られている。

A

事務費負担金の確実な徴
収を実施し、収支均衡が
図られている。

　Ｂ評価であった組織体制については、「常勤役員がいないものの、業務等の指示はその都度受けられる体制であり、概ね適切と
認められる。」との評価であった。今年度も常勤役員の設置はしていないが、速やか且つ適切な事務執行体制に努めた。
　Ａ評価であった公共的役割、事業実施、財務状況については、適切且つ安定した経営健全化の維持に努めた。

A

・野菜生産出荷安定法
の第14条及び野菜生産
出荷安定法施行規則の
9条
・秋田県園芸作物価格
補償事業実施要領
・果樹農業振興特別措
置法の第7条
上記のとおり当法人の
実施事業は公的事業と
して法的に位置付けら
れている事業である。

B

会長理事及び一部の理
事は、同ビルに事務所
を持つ団体の役員及び
職員であり、会長の決
裁及び業務等の指示は
その都度受ける事は可
能な体制となってい
る。

A

事業説明会等の実施及び
補給金の早期交付（概ね
２カ月以内の交付）とも
目標を達成することがで
きた。

A

事務費負担金の徴収を確
実に実施し、収支均衡を
図った。

経営概要書に記載の通り、野菜及び花き等の青果物の価格補償を行うという事業の性格上、経常収益の大部
分を占める事業収益と、経常費用の大部分を占める事業費は同額で、当年度は240百万円と昨年度に比べて大
幅に増加した。それ以外の管理収益と管理費用はほぼ同額で、それにより当年度の収支は均衡している。当
事業年度は、生産者への補給金（返戻金）の交付に伴い、指定正味財産から事業収益へ、園芸作物交付準備
金振替額として105百万円、特定野菜交付準備金振替額として123百万円振り替えたこと等により、指定正味
財産は昨年度と比べ192百万円減少した。ただ指定正味財産自体は、事業目的として実施している生産者への
補助金交付の金額の多寡により毎年変動する。当年度は前年度に比べ、補助金交付額が増加したことから指
定正味財産は減少したが、翌年度には交付準備金として再造成されることとなっている。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業を
主たる事業とする法人」
に位置づけられている。
野菜生産出荷安定法に基
づく価格差補給金の交付
に関する事業や、果樹農
業振興特別措置法に基づ
く優良品種・品目への改
植等への補助金交付に関
する事業を実施してお
り、公益的役割は大き
い。

B

常勤の役員は置かれて
いないものの、業務上
必要な指示は都度受け
られる体制となってお
り、法人運営上の組織
体制は概ね整っている
と認められる。 A

事業説明会の実施及び補
給金の早期交付はともに
目標を達成しており、受
益者負担金は目標値を下
回る達成率となったが、
事業は適切に実施されて
いると認められる。 A

経常ベースでの収支均衡
は保たれており、一般正
味財産を十分に保有し、
財務内容も安定してい
る。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、 ③理事会回数
　職員数には括弧（内数）で表示している。 平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
評価損益等 うち基本財産充当額

当期経常増減額 正味財産計
経常外収益 負債・正味財産計
経常外費用 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

当期経常外増減額 (単位：千円)
当期一般正味財産増減額
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益財団法人　秋田県栽培漁業協会 （公益６）

代表者職氏名 理事長　大竹　敦 所管部課名 農林水産部水産漁港課　
所在地 男鹿市船川港台島字鵜ノ崎16 設立年月日 平成4年10月16日

電話番号 0185-27-2602 ホームページ http://akita-saibai.com/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 250,000 49.9%
秋田県漁業協同組合 167,657 33.4%
その他8市町、4団体 83,843 16.7%
合計 501,500 100.0%

設立目的
水産資源の維持・増大や栽培漁業の技術開発及び調査研究に関する事業を行い、水産物の安定供給と水産業の
社会的、経済的基盤の向上を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

事業概要
水産動植物の種苗の生産、供給、放流及び斡旋に関する事業、水産動植物の栽培技術の開発及び調査研究に関
する事業、その他本法人の目的を達成するために必要な事業

事業に関連する
法令、県計画

第７次栽培漁業基本計画

エゾアワビは、取水している海水の水質が例年以上に悪化した影響を受けて生産数が不足したため、県外から昨年の約３倍の種
苗を購入して需要に対応した。クルマエビは県内需要がゼロとなったものの、種苗生産が順調に推移し、需要数を大きく上回る
生産となり、県外からの需要数量に上乗せして供給した。ヒラメも種苗生産が順調に推移し、中間育成前に間引いた種苗を、過
去に受精卵無償譲与を受けた青森県の協会へ無償供給した。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 552 556 580 504
実績 560 556 622 －
目標 1,144 1,103 250 1,167
実績 1,210 1,302 210 －
目標 70 69 97 54
実績 61 90 100 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 4(1) 4

1 1 1(1) 1
1 1 49

1
6 7 2 2 10 10 8 7 14
1 2 2 2 63

12(1) 11
7 8 2 2 10 10 1(1) 1 5,910
2 3 2 2 3,040

4 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
60,947 63,240 48,414 30,531

基本財産・特定資産運用益 4,415 4,416 687,414 673,547
受取会費・受取寄附金 735,828 704,078

6,719 7,558 2,902 2,314
43,662 46,258

受取補助金・受取負担金 2,232 1,758 28,135 30,030
3,919 3,250

78,159 93,363 31,037 32,344
73,661 89,045
4,498 4,318

人件費(事業費分含む) 38,823 42,384 704,791 671,734
12,289 △ 2,913 543,887 540,974

△ 4,923 △ 33,036 704,791 671,734
735,828 704,078

21 21
△ 21 △ 21

△ 4,944 △ 33,057 要支給額 引当額 引当率(%)
30,030 30,030 100.0%

△ 4,944 △ 33,057

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

78.0% 67.7% △ 10.2
1668.3% 1319.4% △ 348.9

95.8% 95.4% △ 0.4
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
700 700 放流効果実証事業費補助金

6,719 7,558 水産振興センター種苗飼育等業務委託等

主な出資
（出捐）者

種苗（アワビ）の提供（千個）

種苗（クルマエビ）の提供（千尾）

種苗（ヒラメ）の提供（千尾）

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高

- 40 -



経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益財団法人　秋田県栽培漁業協会 （公益６）

A A A B

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

種苗需要数量は年々減少傾向にあるが、全国的に放流事業を行っている法人との契約を締結し、種苗売却収入の維持を図ること
ができた。
また、旅費規程や就業規則等の見直しを行い、経常費用の節約に努めた。

A

県が開発した種苗生産
技術の移転を受け、県
の行政目的を果たすた
めに、民間でその種苗
生産を行っているもの
で、県の施策に沿って
実施している。 A

最低限度の正職員と臨
時職員の数で運営し、
人件費の節減をしてい
る。役員の充て職につ
いては、平成29年度に
廃止とした。

A

アワビ種苗において春季
の飼育水低塩分や夏季に
濁水の影響で稚貝の斃死
があったが、民間等から
稚貝を入手し、供給対応
を行った。また、クルマ
エビ種苗については需要
調査に基づく計画数量を
大きく上回る提供数を実
現し、ヒラメ種苗でも順
調な育成で計画数量放流
を達成した。

B

経常収支は、赤字になる
事業体質になっている。
公益目的事業のうち放流
効果実証事業に係る支出
が大きく、事業そのもの
の在り方について検討が
必要なことから、平成30
年4月6日、県に事業見直
し要望書を提出し、令和
元年度に県が２回ワーク
ンググループで検討を
行っている。

A

県が策定した秋田県栽
培漁業基本計画に基づ
いて種苗生産等を実施
していることから、公
共的役割が十分に認め
られる。

A

理事会等が必要数開催
されており、また、常
勤役員が適切に配置さ
れている。

A

アワビ、クルマエビ及び
ヒラメの種苗の提供につ
いて、概ね目標を達成し
ている。

B

経常ベースでの収支均衡
の未達成が続いており依
然として赤字体質であ
る。協会と県によるワー
キンググループにおい
て、事業内容やコストの
見直しに向けて検討して
いく。

自己評価には、毎期「経常収支は、赤字になる事業体質になっている」と記載されている。実際、平成28年
度以降過去3年間の当期経常増減額は、△29,486千円、△38,322千円、△4,923千円と推移してきたが、当年
度も、63,240千円の経常収益に対して、33,036千円と、大幅な赤字を計上した。協会と県とで、ワーキング
グループで検討を行っているとの記載があるが、来年度も多額の赤字予算となっている。減価償却費計上前
ですでに赤字であるため、キャッシュは当然流出する。過去赤字が継続するにつれて、貸借対照表上の現金
預金が次第に減少してきており、このままの状態が続くと、いずれ将来的に運転資金としての現金預金が枯
渇することも予想される。抜本的な対策を、早急に実施する必要があると考える。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業
を主たる事業とする法
人」に位置づけられて
いる。
第７次栽培漁業基本計
画に基づく種苗生産等
を実施しており、県の
施策における協働事業
体としての役割は大き
い。

A

常勤の役職員が配置さ
れており、法人運営上
の組織体制は整ってい
ると認められる。

A

種苗（アワビ）の提供及
び種苗（ヒラメ）の提供
は目標を達成したもの
の、種苗（クルマエビ）
の提供は目標値を下回る
達成率となったが、事業
は適正に実施されている
と認められる。

B

正味財産を多額に保有
し、財務基盤上の問題は
少ないものの、赤字体質
であり、現金預金の減少
と経常ベースでの収支均
衡の未達成が続いてい
る。
現金預金の減少を抑え、
経常ベースでの安定した
収支均衡を達成できるよ
う、抜本的な対策の早急
な実施が望まれる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収
内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、 ③理事会回数
　職員数には括弧（内数）で表示している。 平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益財団法人　秋田県木材加工推進機構 （公益７）

代表者職氏名 代表理事　秋元　秀樹 所管部課名 農林水産部林業木材産業課
所在地 能代市字海詠坂１１番地の１ 設立年月日 平成4年9月17日

電話番号 0185-52-7000 ホームページ http://www.mokusui.jp
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 300,000 50.0%
能代市 151,000 25.2%
秋田県木材産業協同組合連合会 21,000 3.5%
その他229団体 128,000 21.3%
合計 600,000 100.0%

設立目的
木材高度加工研究所の研究成果を、木材業界へ円滑に移転するための機関として、秋田県、能代市、秋田県木材
産業協同組合連合会等の出捐により平成4年9月17日設立。平成7年4月研究所開所時に､同研究所内に併設｡平成25
年4月公益財団法人に移行。

事業概要 ○情報収集提供事業　○技術指導・移転事業　○啓発研修事業　○依頼試験等事業

事業に関連する
法令、県計画

第３期ふるさと秋田元気創造プラン、秋田県林業・木材産業構造改革プログラム

○情報収集提供事業：情報紙発行3回、HPの運用（アクセス数2,681件）　○技術指導移転事業：技術相談51件、企業訪問86社　○
啓発研修事業：公開講演会開催1回、技術研修会等開催7回　○依頼試験等事業：依頼試験102件

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 110 105 80 90
実績 95 76 86 －
目標 75 85 88 90
実績 63 56 102 －
目標 85 85 85 85
実績 93 90 94 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2

1 1
2(1) 2（1） -

1 1 - 2(1) 2（1）
7 7 2 2 4 4 5 4 -
2 2 -

7(1) 6（1）
8 8 2 2 4 4 2(1) 2（1） -
3 3 -

5 6

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
31,123 29,843 245 13,291

基本財産・特定資産運用益 7,712 7,273 738,659 688,071
受取会費・受取寄附金 70 25 738,904 701,362

14,350 2,650 10,141 1,584
4,155 11,872

受取補助金・受取負担金 4,823 4,823
13 3,200

39,453 29,050 10,141 1,584
34,955 24,656 735,430 570,304
4,498 4,394 735,430 570,304

人件費(事業費分含む) 21,194 21,513 △ 6,667 129,474
△ 8,330 793

135,430 728,763 699,778
82 82 738,904 701,362

△ 82 135,348
△ 8,412 136,141

11,617 △ 165,126 要支給額 引当額 引当率(%)
3,205 △ 28,985

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

78.9% 102.7% 23.8
2.4% 839.1% 836.7

98.6% 99.8% 1.1
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

14,350 2,650 新用途部材普及啓発事業

主な出資
（出捐）者

企業訪問・指導件数（件）

依頼試験件数（件）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※要支給職員なし

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益財団法人　秋田県木材加工推進機構 （公益７）

A B C B

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

　収益事業（依頼試験）のPR等に努めるほか、収益性を高めるため、試験手数料の見直しを実施した。
　また、企業訪問については、県との連携を強化し、技術開発や木材利用分野における公益目的事業を拡充した。

A

公益目的事業として木
高研の研究成果の木材
関連企業等に対する周
知や、県の普及啓発施
策の代行など、公共的
役割を遂行している。
県からも2名の職員が
派遣されている。

B

理事会等、定款に規定
された会議は必要数開
催されている。
非常勤役員に充て職の
県職員はいない。

A

提供サービスの量及び質
に係る数値目標による
と、３つの目標について
は、全て、目標数値を上
回った。
不景気により木材業界の
規模が年々縮小する中で
依頼試験の掘り起こしが
必要である。

A

基本財産の取崩は今のと
ころない。
県からの受託事業（公益
部門）収入が減少したも
のの、依頼試験（収益部
門）収益の増加等の理由
により、経常ベースで79
万円程の黒字となった。

A

木高研の研究成果の円
滑な移転、企業への技
術情報の提供や相談対
応など、県が行うべき
事業を補完しており、
公共的役割を果たして
いる。

B

役員会は必要回数を適
時開催している。職員
はプロパー職員では無
いが、常勤しており、
職務に対応できる技術
資格の取得など育成が
図られている。

A

３つの事業目標につい
て、全て、目標数値を上
回っている。

A

収支均衡を達成してお
り、基本財産の取り崩し
や県からの財政的な支援
も受けていない。

経常収益のうち、基本財産運用益は前年度とほぼ変わらない状況であったが、当年度は受託事業収益が大き
く減少した分、自主事業収益の増加で補った。ただ事業から生じる経常増減額は△2,407千円で、投資有価証
券売却益3,200千円を計上することにより黒字にはなっているが、実質的には赤字が継続している。前年度、
基本財産評価益が135百万円あったが、当年度において基本財産の国債を売却する等の処理を行い、評価益を
実現させている（当期経常外増減額が、その分増加している）。基本財産の内訳に関しては、売却した国債
の入れ替わりとして、ユーロ円債を購入した。このユーロ円債には、当期末現在29,696千円の評価損が発生
している。評価損は実現したわけではないが、今後減少することもあれば増加することもある。利息収入目
的で購入したと思われるが、今後リスクを背負うことになった。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業
を主たる事業とする法
人」に位置づけられて
いる。
公益目的事業として県
内産学官の連携による
木質系部材の技術開発
支援に取り組むなど、
県の施策における協働
事業体としての役割は
大きい。

B

常勤の役職員は配置さ
れているものの、プロ
パー職員の雇用はない
状況となっている。

A

事業目標はすべて達成し
ており、事業は適切に実
施されていると認められ
る。引き続き、木材業界
のニーズに沿った事業の
実施が期待される。

A

経常ベースでの収支均衡
は達成したものの、実質
的には経常ベースでの赤
字が継続している。
今後、基本財産として保
有するユーロ円債の評価
損益等の動向にも注視し
ていく必要がある。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、 ③理事会回数
　職員数には括弧（内数）で表示している。 平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
森林資産勘定振替額 うち基本財産充当額

当期経常増減額 正味財産計
経常外収益 負債・正味財産計
経常外費用 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

当期経常外増減額 (単位：千円)
当期一般正味財産増減額
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益財団法人　秋田県林業公社 （公益８）

代表者職氏名 理事長　齋藤　俊明 所管部課名 農林水産部林業木材産業課
所在地 秋田市川元山下町8番28号 設立年月日 昭和41年4月1日
電話番号 018-865-1101 ホームページ http://www.akita-rk.sakura.ne.jp/

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 10,000 100.0%
合計 10,000 100.0%

設立目的
県内の未利用原野や低質広葉樹林などにおいて、経済性の高い森林の造成を通じ、国土の保全と農山村経済の
振興を図ることを目的に設立。

事業概要 1.分収林整備事業、2.森林資源の調査に関する事業、3.森林・林業の普及啓発に関する事業

事業に関連する
法令、県計画

分収林特別措置法

森林の公益的機能発揮のため、計画的な森林整備として間伐958ha等を実施したほか、それらを推進するための森林作業道18.7km
を整備し、原木の低コスト生産を図った。また、分収割合の変更や不採算林に係る公庫借入金の繰上償還について、継続的に取り
組んだ。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 1,604 1,119 1,193 1,212
実績 823 981 958 －
目標 207 155 165 157
実績 219 142 166 －
目標 80 80 80 80
実績 63 73 72 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 10 11

1 1
3(1) 3(1) 34.1

1 1 2 3(1) 3(1)
5 5 2 2 5 5 4 5 4.3
1 1 1 1 71 1
1 1 17(1) 19(1)
6 6 2 2 5 5 3(1) 4(1) 4,261
3 3 1 1 100

3 6

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
372,795 406,498 139,476 169,176

基本財産・特定資産運用益 1 1 63,249,110 63,688,846
受取会費・受取寄附金 63,388,586 63,858,022

7,281 6,855 681,228 647,199
342,561 388,114 602,071 571,121

受取補助金・受取負担金 41,877,624 42,027,225
22,952 11,528 35,978,510 36,124,593
803,112 853,509 42,558,852 42,674,424
704,436 750,844 20,940,164 21,297,754
98,676 102,665 10,000 10,000

人件費(事業費分含む) 69,421 72,617 △ 110,430 △ 114,156
432,036 450,496
1,719 3,485 20,829,734 21,183,598
8,183 4,053 63,388,586 63,858,022

22,749 11,264
△ 14,566 △ 7,211
△ 12,847 △ 3,726 要支給額 引当額 引当率(%)

336,164 357,591 5,661 5,661 100.0%
323,317 353,865

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

46.4% 47.6% 1.2
20.5% 26.1% 5.7
32.9% 33.2% 0.3
39.7% 35.7% △ 3.9

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
344,347 361,624 森林環境保全整備事業費補助金

8,259,629 7,568,968 日本政策金融公庫借入に伴う損失補償
28,320,953 29,126,746 秋田県林業開発基金（秋田県林業開発資金貸付金）

主な出資
（出捐）者

間伐事業量（ｈａ）

森林・林業の普及啓発件数（件）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益財団法人　秋田県林業公社 （公益８）

A B B C

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

・間伐事業の事業目標達成に向けて、早期発注や、契約期間を複数年にするなど、林業経営体が受注しやすい取組を実施。
・第10次長期経営計画に基づく分収割合の変更や、不採算林に係る公庫借入金の繰上償還について、継続して取り組んでいる。

A

公社林は自力造林が困
難な森林所有者に代わ
り造成されたもので、
今後も土地所有者に代
わって森林の管理・経
営を担って行く必要が
ある。

B

理事会･評議員会は必
要数開催している。
会計監査人による監査
及び監事による監査を
実施している。
常勤役員及び常勤プロ
パー職員がいる。

B

事業発注に当たっては、複
数年契約など、林業経営体
が応札しやすい契約方法を
導入し、契約率の向上に努
めている。また、収益向上
のため、未利用材の販売に
取り組んでいる。
林業経営体の労務不足等に
起因する入札不調により、
間伐事業量は目標を達成で
きなかったが、木質バイオ
マスの生産に積極的に取り
組んだ結果、生産量は計画
を上回っている。

B

正味財産増減計算書の当
期経常増減額において、
収支均衡が達成されてい
る。
また、県からの借入は続
いているものの、総借入
残高は令和4年度をピー
クに減少に転じる見込み
である。
なお、平成29年度策定の
第10次長期経営計画で
は、令和65年度までの長
期収支を＋45億円と見込
んでいる。

A

公社林のスギ人工林
は、民有林スギ人工林
面積の１割を占めてお
り、本県の林業・木材
産業の振興や森林の持
つ公益的機能の発揮な
ど、公共的役割が十分
に認められる。

B

理事会・評議員会は必
要数開催されている。
常勤役員（県派遣職
員）は１名配置されて
いる。
常勤職員は、プロパー
職員11名のほか、県派
遣職員２名が配置され
ている。
理事長は充て職であ
る。

B

森林・林業の普及啓発件
数は目標を達成し、顧客
満足度調査は達成率が９
割となっている。
間伐事業量は、入札不調
により、約８割の達成率
となっている。

B

林業公社会計基準に基づ
き、森林資産勘定振替額を
考慮すれば、単年度損益の
収支均衝は図られている。
本格的な主伐期を迎えてい
ないため、伐採収入の確保
は、まだ先であるが、森林
資源の充実に伴い収穫間伐
事業による収益が生じてお
り、単年度の県貸付金は減
少している。

林業公社が採用する会計基準は、林業公社会計基準という特殊な会計基準である。当年度の経常収益は406百
万円で経常費用は853百万円、この時点で447百万円の赤字であるが、先行支出分450百万円を経常費用から森
林資産勘定へ振り替えることにより、収支が均衡している。経常収益は、平成28年度の257百万円からその後
297百万円、372百万円と増加してきており、当年度は406百万円となった。ただ借入金残高も徐々に増加して
いて、当年度末は約367億円まで膨らんでいる（当年度経常収益の約90倍）。ほかに県からの借入金に係る支
払利息の長期未払費用が59億円ある。一方、販売用資産評価損は当年度も発生したが、金額は減少した。事
業の性質上投資から回収までは超長期を要し、いずれ収支は改善していくものと思われるが、多額となって
いる借入金の返済に向け、長期計画の達成状況を今後も注視していく必要があると考える。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業を
主たる事業とする法人」
に位置づけられている。
自力造林が困難な森林所
有者に代わり森林造成を
行っており、森林の持つ
公益的機能を発揮させて
いくために必要な事業を
実施しており、公益性は
高い。

B

常勤の役職員が配置さ
れており、組織体制は
整っていると認められ
る。県からの借入残高
が多額であることなど
から、県関与の継続が
必要な状態にあり、充
て職の理事長が就任し
ている。

B

森林・林業の普及啓発件
数は目標を達成してお
り、間伐事業量及び顧客
満足度指数はともに目標
値を下回る達成率となっ
たが、事業は概ね適切に
実施されていると認めら
れる。

C

林業公社会計基準の適用
により収支均衡は図られ
てはいるが、本格的な主
伐期を迎えていないた
め、既往債務の償還金に
ついては、県からの借入
金に依存する状況が続い
ている。今後も、長期経
営計画の達成状況及び森
林整備事業資産の評価に
も注視していく必要があ
る。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、 ③理事会回数
　職員数には括弧（内数）で表示している。 平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金

委託費

指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益財団法人　秋田県林業労働対策基金 （公益９）

代表者職氏名 理事長　佐藤　龍司 所管部課名 農林水産部森林整備課　
所在地 秋田市川元山下町８－２８ 設立年月日 平成4年7月28日

電話番号 018-864-0161 ホームページ http://www.maroon.dti.ne.jp/akirinro/index.html

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 620,000 68.7%
22市町村 175,001 19.4%
79団体その他 108,057 12.0%
合計 903,058 100.0%

設立目的
秋田県内において林業労働に従事する者の就労条件を改善し、林業従事者の安定的確保を図るとともに、若年
林業従事者の育成及び確保を促進させることにより、林業の安定的発展に寄与することを目的とする。

事業概要
①林業従事者の確保、育成に関する事業　②林業従事者の就労条件の改善に関する事業　③林業従事者の林業
労働に係る安全と衛生の確保に関する事業　④森林管理の重要性の普及及び啓発に関する事業　⑤林業労働力
の確保の促進に関する法律第12条各号に掲げる事業　⑥その他この法人の目的を達成するために必要な事業

事業に関連する
法令、県計画

林業労働力の確保の促進に関する法律、秋田県林業労働力の確保の促進に関する基本計画

①若年層を中心とした県内外からの新規就業者の確保や、将来基幹となる優秀な林業技能者の育成及び定着について、総合的に
支援した。
②林業の労働条件を改善し、林業従事者が安心して就労できる職場環境づくりを支援した。
③雇用管理体制の充実を促進するため、情報の収集提供、求職者や事業主に対して相談指導や研修会を実施した。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 1,812 1,807 2,008 1,981
実績 1,538 1,597 1,656 －
目標 1,280 1,280 1,351 1,315
実績 1,174 1,172 1,214 －
目標 170 261 145 285
実績 192 210 315 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 4(1) 4(1)

1 1 3(1) 3(1)
1 1 60

2
4 4 2 2 5 5 7
1 1 1 1 63

4(1) 4(1)
5 5 2 2 5 5 3(1) 3(1) 4,077
2 2 1 1 30

3 3

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
102,445 105,234 12,302 8,037

基本財産・特定資産運用益 14,936 14,936 1,014,029 1,014,992
受取会費・受取寄附金 1,026,331 1,023,029

8,691 7,850 2,397 1,868

受取補助金・受取負担金 78,818 82,448 6,566 7,413

105,567 108,969 8,963 9,281
100,091 103,662 909,498 909,614

5,476 5,307 909,498 909,614
人件費(事業費分含む) 19,319 19,826 107,870 104,134

△ 3,122 △ 3,735
1,017,368 1,013,748
1,026,331 1,023,029

△ 3,122 △ 3,735
116 116 要支給額 引当額 引当率(%)

△ 3,006 △ 3,619 7,413 7,413 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

97.0% 96.6% △ 0.5
513.2% 430.2% △ 83.0
99.1% 99.1% △ 0.0
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

78,818 82,448
若年林業従事者に専門的知識･技能を習得させるための経費
林業に従事する者の就労条件や労働環境の改善を図るための経費
高校生を対象とした、林業体験学習を実施するための経費

2,781 2,094
県内外の求職者等を対象に、移住定住までを目的とした林業体験講習
の経費

主な出資
（出捐）者

林業労働力の確保・育成の充実（人･事業体数)

就労条件の改善(人） 

相談指導業務等の充実（数）

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益財団法人　秋田県林業労働対策基金 （公益９）

A A B A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

基本財産・特定資産の運用益と、県からの補助金や受託収入が主な収益源である。経常費用も前期比較で特
に目立ったものはなく、収支は安定している。平成29年度から3期連続赤字となっているが、赤字幅は少な
い。基本財産及び特定資産は、国債や地方債等満期保有目的の有価証券が大部分で、他は定期預金と、安全
確実な資産で運用しており、正味財産も充実している。ただ赤字が続いている分キャッシュは流出するの
で、運転資金である現金預金は、徐々に減少してきている。

・首都圏をはじめとする県外の林業就業に関心のある人に対し、秋田県の林業を積極的にPRし、体験研修等を行うとともに、県内
の高校生や求職者に向け、林業体験学習や就業支援講習を開催するなど、林業への新規就業者の確保に努めた。
・林業従事者の確保・育成･定着を目的とした取組として、事業主に対して、秋田県ニューグリーンマイスター育成学校の推進、助成
制度の積極的な活用、さらに雇用管理等の相談指導を行うなど、従事者が安心して働ける職場環境作りに取り組んだ。

A

林業労働力の確保の促
進に関する基本計画を
基に、林業従事者の確
保･育成に努めた他、
県内高校生や県内外の
一般求職者を対象に林
業体験研修を行うな
ど、広く公共的な役割
を果たした。

A

常勤役員及びプロパー
職員が在籍し、公益財
団法人運営が適切に滞
りなく執行された。

B

林業従事者の育成を継続
的に実施すると共に、事
業主への就労条件の改善
指導、助成制度の周知徹
底を図った。今後は、県
内外に向け、さらに新規
就労者の確保に務めた
い。

A

充実した事業を行うた
め、当初より繰越金を取
崩す予算計上をしてい
る。基本財産等は、安全
な満期保有有価証券で運
用し、安定した収入が見
込まれる。

A

林業労働力の確保の促
進に関する法律に基づ
き、林業従事者の就労
条件の改善に関する取
り組みをしている。
また、林業の新規就業
者の確保・育成に関す
る研修や支援を実施し
ている。

A

常勤役員及びプロパー
職員が在籍し、定期的
に役員会を開催し、財
団を滞りなく運営して
いる。 B

林業従事者が毎年減少し
ているため目標に到達し
ない項目もあるが、補助
事業などにより、林業の
担い手の育成に関する取
組や、新規就業者を確保
する取組を実施してい
る。

A

主な事業は、林業の担い
手を確保・育成するため
の、林業担い手育成基金
を活用した県からの補助
金で実施しており、財団
の財務基盤は安定してい
る。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業
を主たる事業とする法
人」に位置づけられて
いる。
林業労働力の確保の促
進に関する法律に基づ
き、知事が指定した林
業労働力確保センター
として法定事業等を実
施しており、公益性は
高い。

A

常勤の役職員が配置さ
れており、法人運営上
の組織体制は整ってい
ると認められる。

B

相談指導業務等の充実は
目標を達成したものの、
林業労働力の確保・育成
の充実及び就労条件の改
善はともに目標値を下回
る達成率となったが、事
業は概ね適正に実施され
ていると認められる。
林業従事者の減少が続く
中、引き続き、新規就労
者の確保に向けた取組の
実施が期待される。

A

経常ベースでの収支均衡
は保たれており、財務基
盤も安定している。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③理事会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収入 流動資産
固定資産

資産計
その他 流動負債

経常支出 短期借入金
業務費 固定負債

長期借入金
経常利益（損失） 負債計

経常外収入 基本金
経常外支出 剰余金

経常外収支差額 正味財産計
制度改革促進基金取崩額 負債・正味財産計
当期収支差額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収入÷経常支出×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

秋田県信用保証協会 （公益１０）

代表者職氏名 会長　関根　浩一 所管部課名 産業労働部産業政策課
所在地 秋田市旭北錦町１－４７ 設立年月日 昭和26年4月24日
電話番号 018-863-9011 ホームページ https://www.cgc-akita.or.jp/

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 6,868,982 38.4%
秋田銀行 1,021,361 5.7%
北都銀行 995,454 5.6%
その他 1,962,139 11.0%
自己資金 7,029,471 39.3%
合計 17,877,407 100.0%

設立目的
中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的とす
る。

事業概要
中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して
負担する債務の保証を主たる業務とする。

事業に関連する
法令、県計画

信用保証協会法

保証承諾額は令和2年3月からのコロナ対策資金の急増（60億円）により前年比104.3％となったが、計画比では95.5%と計画に届
かなかった。保証残高は1,800億円で計画比100.0％と計画どおりとなったが、前年比96.4％で金額にして67億円減少した。
代位弁済は企業倒産が引き続き沈静化していることから、年間計画30憶円に対し25億円（計画比83.6％、前年比91.6％）に留
まった。
求償権回収は不動産任意処分による回収が増加したことなどから7.7億円（計画比109.9％、前年比86.4％）となった。  

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 38.9 38.3 40.5 40.0
実績 38.6 38.1 39.5 －
目標 830 750 700 600
実績 703 890 769 －
目標 75,000 74,000 75,000 76,000
実績 74,179 68,689 71,630 －

理　事 監　事 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 55 56

4 4 1 1
1 1 36.9
1 1 5
11 11 2 2 18 16 14.5

64.4 2 2
1 1 73 72
15 15 3 3 2 2 5,969
3 3 7,825

5 3

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
2,516,224 2,369,870 26,347,012 25,193,858

自主事業収入 1,896,801 1,818,802 192,881,575 185,852,738
運用益収入 281,159 267,135 219,228,587 211,046,596

338,264 283,933
1,995,067 1,884,318

847,058 814,300 196,862,673 188,399,791
人件費 547,684 527,680 1,432,000

521,157 485,552 196,862,673 188,399,791
4,078,732 3,555,449 10,847,937 10,847,937
4,261,456 3,760,110 11,517,977 11,798,868
△ 182,724 △ 204,661 22,365,914 22,646,805

219,228,587 211,046,596
338,433 280,891

要支給額 引当額 引当率(%)
460,981 460,981 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

126.1% 125.8% △ 0.4

10.2% 10.7% 0.5
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
76,726 56,761 秋田県中小企業融資制度に係る損失補償

4,419,648 4,275,362 秋田県中小企業融資制度に係る損失補償
1,880,000 1,880,000 金融安定化特別基金

保証浸透率（％）

求償権回収額（百万円）

保証承諾額（百万円）

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高

主な出資
（出捐）者
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

秋田県信用保証協会 （公益１０）

A A B A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

適正保証の推進や創業・事業承継支援の充実、各種経営支援サービスの提供により、保証利用企業者数の維持を図っていく。　　　　　　　　　
また、代位弁済の抑制や債務管理の徹底による求償権回収の最大化に努め、財政基盤の強化に努める。

A

県内中小企業・小規模
事業者に対し、地方公
共団体の制度融資を行
うことにより、経営の
安定化、財務体質の強
化並びに成長、合理化
等を図り、地域中小企
業の発展に寄与する。

A

役員は、理事15名（内
常勤4名）、監事3名
（内常勤1名）の計18
名体制となっており、
理事及び監事は、学識
経験者のうちから県知
事が任命する。職員数
は72名（内正職員56
名）体制。

B

目標値に対する実績は、
保証浸透率が計画比
97.5％、保証承諾額が計
画比95.5％で未達となっ
たものの、求償権回収額
が計画比109.9％と計画
を上回った。

A

令和元年度は、代位弁済
が25億円と計画比
83.6%、前年比91.6%と計
画及び前年を下回ったこ
となどにより、当期収支
差額281百万円を計上し
た。これにより自己資本
比率は10.7%で、前期よ
り0.5ポイント増加して
いる。

A

信用保証協会法に基づ
き設立された公的機関
であり、資金調達の円
滑化、経営支援を通じ
て県内中小企業者の健
全な発展に大きく寄与
している。

A

高い専門性とスキルを
持った職員の育成に取
り組んでおり、年３回
の理事会で役員相互の
連携も図られており、
十分な組織体制となっ
ている。

B

平成３０年に策定した６
年間の経営計画に基づき
保証利用の推進、経営改
善及び事業再生に関する
取組を着実に推進してお
り、評価できる。

A

収支差額がプラスであ
り、基本財産及び収支差
額変動準備金も厚く、良
好と認められる。

経常収入は最近減少傾向にあったが、当年度も、保証料や運用益収入及び責任共有負担金収入が減少したこ
と等により減少した。経常支出も減少し、経常収支差額は485百万円となった。減益ではあったものの、従来
より高い利益水準を維持している。経常外収支差額は、求償権償却が減少したものの、前年度よりやや悪化
して△204百万円。結果的に当期収支差額も280百万円と減益になったが、安定した経営成績を収めている。
280百万円の当期収支差額は、基本財産に140百万円、収支差額変動準備金に140百万円の繰入を行うことで、
自己資本比率をより高めることができた。新年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大が、業績に影響する
ことも予想されることから、今後の動向を注視していく必要がある。

A

三セクの行動計画上は
「本来県が実施すべき
事業を主たる事業とす
る法人」に位置づけら
れている。信用保証協
会法により設立された
特別法人である。 A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

B

求償権回収額は目標を上
回った。保証浸透率、保
証承諾額等は未達であっ
たが、目標値の９割以上
の水準に達している。引
き続き、県内中小企業者
の経営支援の充実に努
め、保証利用の利便性向
上や保証利用企業者数の
維持を図っていくことが
期待される。

A

引き続き経常収支差額は
高い水準を維持してお
り、財務基盤は安定して
いる。今後は新型コロナ
ウイルス感染症の影響に
留意することが求められ
る。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③理事会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益財団法人　あきた企業活性化センター （公益１１）

代表者職氏名 理事長　妹尾 明 所管部課名 産業労働部地域産業振興課
所在地 秋田市山王三丁目１番１号 設立年月日 昭和43年4月23日

電話番号 018-860-5603 ホームページ http://www.bic-akita.or.jp/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 30,000 100.0%
合計 30,000 100.0%

設立目的
県内中小企業者等の経営基盤の強化及び創業支援に関する事業を総合的に実施することにより、中小企業者
等の経営の安定と発展に貢献し、もって県内産業の発展と活力ある経済社会の創出に寄与する。

事業概要
設備導入支援、販路拡大支援、新事業・新産業創出及び経営革新等の支援、技術開発支援、知的財産有効活
用支援並びに普及啓発、人材育成支援、小売商業振興支援、情報化支援、情報収集及び調査分析、公の施設
管理

事業に関連する
法令、県計画

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律、中小企業支援法、秋田県中小企業振興条例

　受発注あっせん、設備貸与、知財活用、産業デザイン支援などの従来の企業支援事業に加え、「よろず支援拠点」や「プロ
フェッショナル人材戦略拠点」等の事業を総合的に展開するとともに、幅広いネットワークを活用して、県内中小企業の課題
に対して伴走的な対応ができるように努めた。また、「あきた農商工応援ファンド事業」は令和元年度中に運用期間が満期を
迎えたことから新たなファンドとして継続し、「あきた中小企業みらい応援ファンド事業」とともに県内企業の新事業への取
組を支援している。機械類貸与事業は、金融機関の超低金利の影響も受け、決定金額ベースで前年比70％の実績となった。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 5,500 5,500 6,200 6,200
実績 8,095 7,402 7,120 －
目標 60 60 60 30
実績 73 42 63 －
目標 80 80 80 80
実績 81 80 83 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 19 18

2 2
2 2 5 4 41.8

2 5 4
8 8 1 1 9 9 27 23 13.8

60
1 1 51 45

10 10 1 1 9 9 5 4 5,650
2 2 1 1 5,176

6 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
945,015 811,568 2,287,221 1,270,444

基本財産・特定資産運用益 109,854 40,996 9,077,459 9,135,376
受取会費・受取寄附金 3,460 3,250 11,364,680 10,405,820

126,585 127,271 4,234,257 909,664
263,362 249,361 3,417,634 820,651

受取補助金・受取負担金 422,770 385,937 5,186,763 7,790,084
18,984 4,753 4,959,766 7,446,345

946,466 876,812 9,421,020 8,699,748
878,496 804,272 1,259,528 1,248,470
67,970 72,540 30,047 30,023

人件費(事業費分含む) 273,546 274,941 684,132 457,602
△ 1,451 △ 65,244
612,495 1,943,660 1,706,072
608,800 161,287 11,364,680 10,405,820

3,695 △ 161,287
2,244 △ 226,531

△ 606,279 △ 11,058 要支給額 引当額 引当率(%)
△ 604,035 △ 237,589 126,013 126,013 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

99.8% 92.6% △ 7.3
54.0% 139.7% 85.6
17.1% 16.4% △ 0.7
53.3% 54.5% 1.3

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
308,062 267,622 中小企業支援機関活動費補助金、販路拡大支援事業補助金等
33,910 31,160 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材活用促進事業受託費

7,341,911 7,336,576 設備貸与事業資金、地域中小企業応援ファンド事業資金等

353,927 353,927 高度技術産業振興基金、あきた中小企業みらい応援ファンド

主な出資
（出捐）者

相談対応件数（件）

取引あっせん成約件数（件）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益財団法人　あきた企業活性化センター （公益１１）

A B C A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

取引あっせん件数の目標値達成に向け、販路開拓アドバイザーによる発注情報提供や各種商談会の開催等、積極的な事業推進に
努めた。

A

県より中核的支援機関の
認定を受け、中小企業振
興条例に基づき県内事業
の支援事業を行ってい
る。

B

理事会及び評議員会は法
令・定款に則り、必要回
数開催している。
常勤の役員及びプロパー
職員がおり、運営は滞り
なく行っている。
県地域産業振興課長が評
議員となっている。

A

３つのうち全ての事業目標
（相談対応件数、取引あっ
せん成約件数、顧客満足指
数）について目標値を達成
している。

B

貸与事業の実績減により自
主事業収益が低下傾向にあ
るが財務状況は安定してい
るといえる。
補助金、借入金は全て事業
の実施資金であり、特別な
事情による財政支援にはあ
たらない。

A

中小企業支援法に基づ
き、県と役割を分担し
て、中小企業支援のう
ち経営の助言等の業務
を担う法人である。
県と密接な連携の下で
中小企業支援を展開す
るため、県職員を派遣
している団体である。

B

法令、定款に則って理
事会が開催されてい
る。
1人の県充て職役員が
いる。
常勤プロパーが18人お
り、職員の育成体制が
ある。

A

３つの事業目標すべてに
おいて目標値を達成して
いる。

B

貸与事業の実績減等によ
り経常収支比率が92.6％
となっている。
県の出資・基金等の取り
崩しはない。
補助金は中小企業支援に
ついて、県と役割を分担
して、経営の助言等を遂
行するために必要な財源
を交付しているものであ
り、財政支援ではない。

経常収益は平成28年度は10億円を超えていたが、その後毎年減少傾向をたどり、当年度は811百万円まで減少
した。事業費も減少したものの、貸倒引当金の積み増し等の影響もあり804百万円、管理費はやや増加。ファ
ンドの評価損益計上前の当期経常増減額は、65百万円の赤字となっている。経常外費用である特定資産評価
損等57百万円、基金等返還金104百万円の合計161百万円を加えると、当期一般正味財産増減額は△226百万円
である。中小企業の多い秋田県にとって、県内経済を今後より活性化させるために、当法人の果たすべき役
割は非常に重要である。安定的に中小企業を支援していくためにも、継続的に収支均衡を達成できるような
経営体質に転換していくことが望まれる。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業
を主たる事業とする法
人」に位置づけられて
いる。中小企業支援法
に基づく中小企業支援
センターとして、及び
新事業創出促進法に基
づく中核的支援機関と
して、県との役割分担
のもと法定事業を実施
しており、行政の補完
的役割は大きい。

B

常勤の役職員が配置さ
れており、法人運営上
の組織体制は整ってい
ると認められる。今
後、県充て職役員（評
議員）の適切な関与が
期待される。 A

３つの事業目標すべてに
おいて目標値を達成して
いる。前年度、目標値を
大きく下回った取引あっ
せん成約件数について
も、今年度は大きく件数
を伸ばし改善した。 B

当年度は貸与事業の実績
減等により経常収支比率
が低下し、収支均衡には
至らなかった。ファンド
の評価損益による財務状
況への影響にも注意しつ
つ、経常ベースでの収支
均衡を達成していくこと
が望まれる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③理事会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。

５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

一般財団法人　秋田県資源技術開発機構 （公益１２）

代表者職氏名 理事長　猿田　和三 所管部課名 産業労働部資源エネルギー産業課
所在地 小坂町小坂鉱山字古舘9番地3 設立年月日 平成2年11月28日
電話番号 0186-29-3100 ホームページ http://www.ink.or.jp/~sigen/

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 210,000 48.1%
小坂町 100,000 22.9%
東北電力(株) 20,000 4.6%
その他2市、10団体 107,000 24.5%
合計 437,000 100.0%

設立目的

県内における資源に関する産業の振興発展のための鉱物資源等に関する技術開発、試験研究及び研修等を実施
するため平成2年11月28日に設立。その後、(財)国際資源大学校、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機
構の設置に伴い、当機構を含めた金属鉱業研修技術センターの施設管理及び運営業務も担っている。平成25年4
月1日一般財団法人へ移行。

事業概要 資源リサイクルに関する研究開発及び支援、資源リサイクルに関する研修、資源リサイクルに関する普及啓発

事業に関連する
法令、県計画

秋田県北部エコタウン計画、ふるさと秋田元気創造プラン、秋田県環境・リサイクル産業集積推進計画

・経済情勢の変化による低金利の影響を受け、より一層の経費節減や効率的な事業運営に努めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・研究開発・支援事業においては、「アンチモンスラグからのアンチモン回収方法の開発」を実施した。研究開発は、産・学・官
で構成する「金属資源リサイクル研究会」においての検討や意見交換により進められた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・資源リサイクル普及啓発事業にあっては、あきたエコタウンセンターで県内外から見学者を受け入れた。また、同センターの利
用促進を図るため、関係団体等へのＰＲを行うとともに、地域の子供達向けの科学実験教室等を実施したほか、センター案内人の
スキルアップを図るために研修を実施した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・研修事業では、金属鉱業研修技術センター内の関係機関が連携を強化し、国内外の技術者に対する研修の充実を図り、分析機器
の操作研修などにより地域企業等の技術力向上に貢献した。また、秋田県国際交流協会の南米からの海外研修員を受け入れ、環境
産業観光研修を実施した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・今後大量廃棄が予測される太陽光発電設備について、昨年度まで実施してきたPVリサイクルに関する環境省事業の調査結果等を
もとに、持続可能な廃太陽光発電設備処理システムの導入による事業化の検討を進めた。その結果、事業化の前提となる管理団体
(非営利組織)の設立にあたっては、当機構が可能な限り支援・協力する方向で検討を継続することが示された。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 750 750 750 750
実績 987 928 933 －
目標 50 50 50 50
実績 51 54 57 －
目標 90 90 90 90
実績 94 93 93 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2

4 4 -
- 3 3

4 4 2 2 5 5 2 2 -
-

1 1 6 6
4 4 2 2 5 5 3 3 -
1 1 -

3 3

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
8,321 6,967 14,998 22,126

基本財産・特定資産運用益 2,672 2,670 461,622 452,006
受取会費・受取寄附金 476,620 474,132

3,481 3,349 195 153
1,196 55

受取補助金・受取負担金 749 738
223 155

10,518 9,413 195 153
7,660 6,377 437,000 437,000
2,858 3,036 437,000 437,000

人件費(事業費分含む) 3,127 3,148 39,425 36,979
△ 2,197 △ 2,446

476,425 473,979
476,620 474,132

△ 2,197 △ 2,446
要支給額 引当額 引当率(%)

△ 2,197 △ 2,446

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

79.1% 74.0% △ 5.1
7691.3% 14461.4% 6,770.2
100.0% 100.0% 0.0
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

主な出資
（出捐）者

エコタウンセンター訪問者数（人）

技術指導等件数（件）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※中小企業退職共済制度へ加入している。

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

一般財団法人　秋田県資源技術開発機構 （公益１２）

A C A B

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

組織体制：今まで理事長と監事に県職員が就任していたが充て職監事は廃止している。事務局の正職員は県職員３名（このほか１
名が小坂町からの出向者）が兼務しており、現状として県の関与が無ければ当機構の運営は困難な状況にあるものの、経営評価
への対応について引き続き検討していくことと、新規事業への積極的な取組を令和２年度第１回理事会で改めて確認した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財務状況：令和元年度も引き続き収益事業を実施したほか、効率的な業務執行による更なる経費節減により収支の改善に努めた。

A

実施事業は、秋田県北
部エコタウン計画、ふ
るさと秋田元気創造プ
ラン等に位置付けられ
ており、県施策の協働
実施体の役割を担って
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
資源リサイクルの研究
開発は、採算性の面か
ら民間単独では難し
い。 

C

理事会を年３回開催し
ており役員がその役割
と責任を遂行できる状
況にある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
充て職監事は廃止した
ものの、事務局の正職
員は県職員が兼務して
いる状況にある。

A

エコタウンセンター訪問
者数が目標数値を上回
り、全体としては事業目
標に係る評価基準を満た
している。

B

経常ベースの単年度損益
の収支均衡が未達成であ
るが、これまでの余剰金
もあり、出捐金の取り崩
しは行っていない。

A

公益法人は、県内にお
ける資源リサイクル産
業の振興発展に資する
取組を行うために設立
された法人であり、実
施事業は、秋田県北部
エコタウンプラン計
画、ふるさと秋田元気
創造プラン等に位置付
けられている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
資源リサイクルの研究
開発は、採算性の面で
民間単独では困難であ
る。

C

理事会を年３回開催し
ており役員がその役割
と責任を遂行できる状
況にある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
充て職監事は廃止した
ものの、事務局の正職
員は県職員が兼務して
いる状況にある。 A

エコタウンセンター訪問
者数が目標数値を上回
り、全体としては事業目
標に係る評価基準を満た
している。

B

公益目的支出計画に基づ
き、一般財団法人移行時
の財産を毎年度計画的に
消費することになってい
るものの、業務運営の効
率化等により、収支バラ
ンスの維持に努めてい
る。なお、赤字決算が続
けば、数年後には出捐金
を取り崩さなければなら
ない状況にあることか
ら、新たな事業収入の確
保と、更なる経費節減に
取り組む必要がある。

「新たな事業収入の確保と、更なる経費削減に取り組む必要がある」と毎年記載されているが、結果は出て
いない。経常収益はとうとう7百万円を切り、自主事業収益は55千円である。毎年赤字決算であるが、当年度
はさらに膨らみ、改善の兆しはない。固定資産の減少は投資有価証券の減少で、それで現金預金の減少を
補っている状況である。法人への出資団体等一覧を拝見すると、秋田県内の自治体や有力企業が名を連ねて
いる。出資者の期待に応えるよう、収支改善への取り組みを真剣に実施すべきではないかと考える。

A

三セクの行動計画上は
「事業や施策をより効
率的・効果的に推進す
るため、県との関係を
出資等以外の方法によ
り再構築する法人」に
位置づけられており、
県との関係の見直しが
望まれる。しかし、秋
田県北部エコタウン計
画などに基づき、環境
や資源リサイクルに関
する各種事業を実施し
ており、県施策におけ
る協働事業体としての
役割は大きい。

C

常勤職員は配置されて
いるものの、プロパー
職員の雇用はなく、常
勤役員も置かれていな
い。今後、県充て職役
員（理事長）の適切な
関与が期待される。

A

事業目標はすべての項目
で達成しており、事業は
適切に実施されていると
認められる。

B

収支均衡の達成が求めら
れる一方で、公益目的事
業の収支赤字が義務づけ
られている。しかし、収
支全体の赤字がこのまま
継続すると、出捐金を取
り崩さなければならない
状況となる。引き続き、
黒字化への転換に向け、
事業収入の確保が求めら
れる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収
内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、 ③理事会回数
　職員数には括弧（内数）で表示している。 平成30年度 令和元年度

４　財務
①損益計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

事業収益 流動資産
事業原価 固定資産

事業総利益（損失） 資産計
販売費及び一般管理費 流動負債

人件費（事業原価含む） 短期借入金
事業利益（損失） 固定負債

事業外収益 長期借入金
事業外費用 負債計

経常利益（損失） 資本金
特別利益 剰余金（準備金）
特別損失 資本計

当期利益 負債・資本計
※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。

(単位：千円)

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 純資産計÷負債・純資産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷純資産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

秋田県土地開発公社 （公益１３）

代表者職氏名 理事長　佐藤　和義 所管部課名 建設部建設政策課
所在地 秋田市南ケ丘二丁目１番１号 設立年月日 昭和48年4月20日
電話番号 018-892-6700 ホームページ －

出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）
秋田県 100,000 100.0%
合計 100,000 100.0%

設立目的
公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公共用地、公用地等の取得等を行うことにより、公有地の拡大の
計画的推進を図り、地域の秩序ある整備と県民福祉の増進に寄与することを目的として、全額秋田県出資で設
立した。

事業概要
・公共、公用施設等に供する土地の取得、管理、処分
・国、地方公共団体等からの委託による土地取得のあっせん

事業に関連する
法令、県計画

公有地の拡大の推進に関する法律

令和元年度の事業目標である受託事務料116,535千円に対し、県及び国から受託し、事務料133,758千円を確保した。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 97,409 94,883 116,535 110,802
実績 100,418 111,014 133,758 －
目標 88 88 88 88
実績 87 83 83 －
目標 740 720 730 730
実績 711 946 688 －

理　事 監　事 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 13(1) 13(2)

1 2 1(1) 1(1)
1 1 40.3

1
4 3 2 2 9 11 13.7
1 63 3 4
3 3 1 1 22(1) 24(2)
5 5 2 2 4(1) 5(1) 5,012
5 4 1 1 3,960

4 3

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
420,202 779,279 2,500,533 3,055,889
381,884 734,745 441,279 663,368
38,318 44,534 2,941,812 3,719,257
7,609 7,099 12,215 32,063
96,538 116,977
30,709 37,435 2,170,743 2,887,550
2,999 3,355 2,113,317 2,847,153

2,182,959 2,919,613
33,709 40,790 100,000 100,000

658,853 699,643
758,853 799,643

33,709 40,790 2,941,812 3,719,257

要支給額 引当額 引当率(%)
39,083 40,398 103.4%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

108.7% 105.5% △ 3.2
20471.0% 9530.9% △ 10,940.1

25.8% 21.5% △ 4.3
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

111,014 127,666 あっせん業務委託、地方道路交付金事業国道103号用地取得事業他

401,697 241,191 一般国道７号二ツ井今泉道路用地取得資金ほか１事業

主な出資
（出捐）者

受託事務量の確保（千円）

依頼先への用地取得委託業務
実態調査の総合評価（点）

用地取得に係る契約件数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

中小企業退職金共済に加入している。

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

秋田県土地開発公社 （公益１３）

A A A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

今後も安定的な経営基盤を確保し、ノウハウを継承しながら業務を継続していくため、秋田県土地開発公社経営計画（Ｈ２９～Ｒ３）
を策定した。
　具体的な方針は次のとおりである。
　　・効率的な業務執行体制の整備
　　・職員の資質向上と業務改善の推進
　　・健全経営の維持

A

公有地の拡大の推進に
関する法律に基づき設
立された団体であり、
県等の事業計画に従っ
て県の用地職員と連携
を取りながら公共用地
の取得に取り組んでい
る。

A

専務理事が事務局長と
して、理事１名が鳥海
ダム事業所所長として
それぞれ兼任で常勤し
ている。職員２４名の
内１１名がプロパー職
員であり、当面正職員
は退職補充にとどめ、
専門知識、ノウハウの
継承等を行っていく。

B

目標値に対する実績は、
①受託事務量の確保が
114.8％、②依頼先の総
合評価が94.3％、③契約
件数が94.2％であり、わ
ずかに目標に届かなかっ
たものの９割以上の実績
をあげている。

A

土地開発公社経営計画
（H29～R3）に基づき、
毎年度の収支黒字を目標
に業務を行っている。平
成２６年度以降は６期連
続の黒字であり、引き続
き更に安定した経営を目
指している。　　　　　　
出資金の取り崩しはな
い。

A

公有地の拡大の推進に
関する法律により設立
された特別法人であ
る。
平成27年度に「秋田県
土地開発公社のあり方
検討委員会」を設置
し、検討が行われた結
果、今後も存続するこ
とが必要だと判断され
た。

A

役員については平成30
年４月に見直しを図っ
ており、県職員の役員
就任の縮減に取り組ん
でいる。

B

良好であると認められ
る。

A

平成25年度までは８期連
続の赤字だったが、平成
26年度以降は黒字に転じ
た。今後も安定的な経営
が維持され、収支均衡が
達成できるよう、引き続
き経営改善に向けた積極
的な取組が望まれる。

昨年度に引き続き、当年度も事業収益及び事業原価が大幅に増加した。また県及び国土交通省から受託した
業務の件数が昨年より増えたことにより、あっせん等事業収益も伸びた。業務の拡大に伴い、人件費は増加
したが、販管費は抑えられている。結果的に事業利益は37百万円、経常利益は40百万円を計上することがで
き、増益となった。長期借入金が増加したことから、自己資本比率がやや落ちたが、これは公有地取得に伴
うものであり、事業の性格上やむを得ない。利益剰余金も増え続けており、財務基盤は徐々に安定しつつあ
る。なお、退職給付引当金は、要支給額を超えて計上しているが、金額的な重要性はない。

A

三セクの行動計画上は
「本来県が実施すべき
事業を主たる事業とす
る法人」に位置づけら
れている。
公有地の拡大の推進に
関する法律により設立
された特別法人であ
る。

A

常勤の役職員がおり、
組織体制は整ってい
る。

B

受託事務量の確保は目標
を達成した。残り2項目
については、目標値を下
回ったが、95％近い水準
には達している。引き続
き、安定した事業の実施
が望まれる。 A

平成26年度以降、連続し
て黒字を確保。今年度も
前年度を超える利益を確
保しており、財務基盤は
安定してきている。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

※役員と職員を兼ねている者の人数は、役員と職員の両方に計上し、 ③理事会回数
　職員数には括弧（内数）で表示している。 平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

一般財団法人　秋田県建築住宅センター （公益１４）

代表者職氏名 理事長　髙橋　行文 所管部課名 建設部建築住宅課
所在地 秋田市中通二丁目３－８ 設立年月日 昭和48年5月16日

電話番号 018-836-7850 ホームページ http://www.akjc.or.jp/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 10,000 33.3%
自己資金 20,000 66.7%
合計 30,000 100.0%

設立目的
建築住宅に関する相談業務、知識の啓蒙、建築物の安全性の確保及び施工水準の向上等を図り、広く県民生
活の福祉の増進に資するため県が主体となり、昭和48年5月16日に設立。昭和52年6月10日（財）秋田県建築
住宅センタ－と名称を変更。平成25年4月1日一般財団法人へ移行し、現在に至る。

事業概要
１．住宅相談業務　２．県営住宅及び共同施設の指定管理業務　３．住宅瑕疵担保責任保険業務
４．建築物構造計算適合性判定業務　５．建築確認検査業務

事業に関連する
法令、県計画

建築基準法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

住宅相談業務（169件）　県営住宅及び共同施設の指定管理業務（27団地2,449戸）　住宅瑕疵担保責任保険業務（引受件数470
件）　市営住宅及び共同施設の指定管理業務（23団地2,384戸）

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 300 350 400 450
実績 304 400 597 －
目標 450 450 450 450
実績 477 501 470 －
目標 85 85 85 85
実績 89 90 90 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2 6(2) 6(1)

3 3
1 1 45

2
2 2 4 4 17 15 17

1 1 63 1 1
23(2) 21(1)

3 3 2 2 4 4 1 1 5,389
1 1 1 1 4,767

4 5

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
353,535 370,427 87,600 96,903

基本財産・特定資産運用益 69,404 72,505
受取会費・受取寄附金 157,004 169,408

335,405 346,060 16,514 11,000
15,796 24,202

受取補助金・受取負担金 2,286 38,657 41,809
48 165

356,508 354,957 55,171 52,809
347,989 345,832 30,000 30,000

8,519 9,125 30,000 30,000
人件費(事業費分含む) 101,066 100,225 71,833 86,599

△ 2,973 15,470
101,833 116,599

82 704 157,004 169,408
△ 82 △ 704

△ 3,055 14,766
要支給額 引当額 引当率(%)

△ 3,055 14,766 41,809 41,809 100.0%

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

99.2% 104.4% 5.2
530.5% 880.9% 350.5
64.9% 68.8% 4.0
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等
- -

7,227 6,820 特殊建築物等定期報告業務ほか
134,194 129,194 県営住宅及び共同施設の指定管理業務

主な出資
（出捐）者

建築確認審査件数（件）

瑕疵担保責任保険引受件数（件）

顧客満足度指数

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価
1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

一般財団法人　秋田県建築住宅センター （公益１４）

A A A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

当年度は事業収益が伸びたが、その中でも自主事業収益が伸びたのが大きい。人件費をはじめ事業費も切り
詰められた結果、昨年まで2期連続赤字であったのが、当年度は計画を超える黒字を達成することができた。
その分正味財産も増加し、経営基盤をより強化することになった。貸借対照表の資産も、預金の占める割合
が大きく、資金的にも余裕がある。流動比率・自己資本比率ともに高く、しかも昨年より上昇した。このま
ま安定経営を続けてほしい。

・平成30年度末で公益目的支出計画は完了したが、公益事業は内容を変えずに実施している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・収益事業強化のため職員の資格取得を推進し、建築基準適合判定資格者１名及び一級建築士１名を育成した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・建築確認業務等のシェア拡大に向け営業活動を継続したほか、独自ポイント制度を創設し、顧客の確保に努めた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A

住情報提供業務では、
県民が求める中立公正
な建築知識や住情報
を、相談や講習会等に
より発信している。
県営住宅等の指定管理
業務では、創意工夫に
よって公共サービスを
より良質なものとして
いる。
平成30年度末で公益目
的支出計画が完了した
が、今後も公益事業は
継続して実施する計画
としている。

A

理事会は法人法及び定
款により定められた回
数を開催している。　　    　　　　
常勤理事３名及び常勤
職員によって適切に実
務を処理できる体制が
整っている。また、職
員の資格取得等による
審査体制の強化にも取
り組んでおり、体制強
化を図っている。

A

建築確認審査件数につい
て、申請件数に応じた独
自ポイントサービスの導
入等に取り組み、目標件
数を大幅に上回った。　　　　　　　　　　　
瑕疵担保責任保険業務
は、取扱件数がやや減少
したが、目標件数を達成
している。　　　　　　　　　　
顧客満足度指数は、目標
を達成した。

A

各種検査業務収益におい
て、建築確認審査事業が
前年比約50％増となった
他、国の消費増税対策事
業である「次世代住宅ポ
イント」の審査業務が収
益を押し上げて、経常収
支比率が104.4％となっ
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　
「中長期経営計画」に基
づいた収支目標を大きく
上回り、単年度収益で約
15,470千円の黒字を計上
した。

A

住宅相談業務におい
て、県民からの様々な
相談に対し、専門的な
見地に基づき適確かつ
丁寧に対応している。
県営住宅指定管理業務
では、定期巡回等によ
る高齢者世帯の安否確
認等を独自に行ってお
り、良質な公的サービ
スを提供している。

A

理事会、評議員会とも
適宜開催されている。
関係実務を処理するた
めの人員体制が整って
おり、適切な体制づく
りにも主体的に取り組
んでいる。

A

独自サービスの導入や営
業活動の強化が実り、建
築確認検査業務は目標を
上回る水準で順調に件数
を伸ばしている。
他の事業目標についても
目標を達成している。

A

新規事業の開始や営業努
力等で計画を大きく上回
る収益を残しており、経
営の安定化に向けた取り
組みが着実に進められて
いる。

A

三セクの行動計画上は
「事業や施策をより効
率的に推進するため、
県との関係を出資等以
外の方法により再構築
する法人」に位置づけ
られており、県との関
係の見直しが望まれ
る。しかし、住宅相談
業務や県営住宅指定管
理業務を通じて公共的
サービスを提供してお
り評価できる。

A

常勤の役職員が配置さ
れており、法人運営上
の組織体制は整ってい
ると認められる。

A

事業目標はすべての項目
で達成しており、事業は
適切に実施されていると
認められる。

A

経常ベースでの収支均衡
は保たれており、流動比
率が高く、財務基盤も安
定している。引き続き、
安定経営の継続が期待さ
れる。
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経営概要書

法人名：

１　法人の概要

２　令和元年度事業実績

＜事業目標＞

３　組織
①役員数(R2.7.1現在) (単位:人) ②職員数(R2.4.1現在) (単位:人)

正職員
常勤 支給対象者 内、県退職者 平均年齢

内、県退職者 （R1年度） 出向職員 歳
内、県職員 人 　 内、県職員 平均勤続年数

非常勤 平均年齢 臨時・嘱託 年
内、県退職者 歳 内、県退職者 平均年収

内、県職員 平均報酬年額 計 （R1年度）

計 （R1年度） 内、県関係者 千円
内、県関係者 千円

③理事会回数
平成30年度 令和元年度

４　財務
①正味財産増減計算書  (単位:千円) ②貸借対照表  (単位:千円)

経常収益 流動資産
固定資産

資産計
受託事業収益 流動負債
自主事業収益 短期借入金

固定負債
その他の収益 長期借入金

経常費用 負債計
事業費 指定正味財産
管理費 うち基本財産充当額

一般正味財産
当期経常増減額 うち基本財産充当額

経常外収益 正味財産計
経常外費用 負債・正味財産計

当期経常外増減額 ※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
当期一般正味財産増減額 (単位：千円)
当期指定正味財産増減額
当期正味財産増減額合計

＜主な経営指標＞

経常収支比率 経常収益÷経常費用×100
流動比率 流動資産÷流動負債×100
自己資本比率 正味財産計÷負債・正味財産計×100
有利子負債比率 有利子負債÷正味財産計×100

※端数処理の関係で増減が一致しないことがある。
５　県の財政的関与の状況  (単位:千円)
　

補助金
委託費
指定管理料

貸付金
損失補償
その他の財政支出（基金等）

公益財団法人　暴力団壊滅秋田県民会議 （公益１５）

代表者職氏名 理事長　藤井　明 所管部課名 警察本部刑事部組織犯罪対策課
所在地 秋田市山王四丁目1番5号 設立年月日 平成3年8月1日

電話番号 018-824-8989 ホームページ http://www.akita-boutsui.jp/
出資（出捐）者名 出資（出捐）額(千円) 出資（出捐）比率（％）

秋田県 300,000 51.6%
25市町村　　 70,000 12.0%
その他 211,943 36.4%
合計 581,943 100.0%

設立目的
暴力団による不当な行為を防止するために必要な事業を行い、暴力団員による不当な行為の被害者を救援する
ための措置を講ずるとともに、暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助ける活
動等を行うことにより、市民生活の安全と平穏の確保に寄与すること。

事業概要

①暴力団員による不当行為予防の広報活動 ②民間暴力団排除組織への支援活動 ③暴力団の不当行為に関する
相談活動 ④少年に対する暴力団の影響排除活動 ⑤暴力団からの離脱援助、社会復帰支援活動 ⑥暴力団事務
所の使用差止訴訟活動 ⑦不当要求防止責任者講習の実施 ⑧不当要求情報管理機関の業務支援 ⑨暴力団によ
る不当要求の被害者支援 ⑩少年指導員研修 ⑪関係機関との情報収集、情報交換、調査研究事業

事業に関連する
法令、県計画

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条の３第２項

 令和元年度は、｢暴力団排除思想の高揚を図るための活動の強化｣と｢事業に対する理解と協力の確保｣を基本方針に事業を推進
し、暴力相談活動や不当要求防止責任者講習等を積極的に展開した。また、事業内容をHPに掲載するとともにメディアを活用し
た分かり易い広報、キャンペーン等を実施した結果、賛助会員の獲得が図られ、目標以上の会費収入が確保できたことにより各
事業を計画どおりに推進することができた。

項　目 区分 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度
目標 720 720 720 720
実績 822 772 778 －
目標 75 75 75 75
実績 82 80 82 －
目標 8,300 8,300 8,200 8,200
実績 8,473 8,480 8,280 －

理　事 監　事 評議員 区　分 R1 R2
R1 R2 R1 R2 R1 R2

1 1
1 1 -

1
8 8 1 2 5 7 3 3 -
1 1 1 1 1 61 2 3

3 3
9 9 1 2 5 7 2 3 -
2 2 1 1 1 3,120

5 7

区　　分 平成30年度 令和元年度 区　　分 平成30年度 令和元年度
18,965 17,408 7,350 7,099

基本財産・特定資産運用益 7,754 6,407 590,403 590,314
受取会費・受取寄附金 8,500 8,290 597,753 597,413

2,711 2,711 505 472

受取補助金・受取負担金

18,943 17,685 505 472
13,895 12,648 581,849 581,819
5,048 5,037 581,849 581,819

人件費(事業費分含む) 9,817 9,560 15,399 15,122
22 △ 277

597,248 596,941
597,753 597,413

22 △ 277
△ 59 △ 30 要支給額 引当額 引当率(%)
△ 37 △ 307

項　目 算　式 平成30年度 令和元年度 増減※

100.1% 98.4% △ 1.7
1455.4% 1504.0% 48.6

99.9% 99.9% 0.0
0.0% 0.0% 0.0

区　分 平成30年度 令和元年度 支出目的・対象事業概要等

2,711 2,711 暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者講習事業費

主な出資
（出捐）者

暴力団不当要求防止責任者講習受講者数（単位：人）

顧客満足度指数

賛助会員数の維持と新規会員の獲得による事業資金確
保（単位：千円）

区　分 役員報酬 正職員

退職給与引当状況

※要支給職員なし

年間
支出

年度末 
残高
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経営評価表

法人名：

Ⅰ 自己評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅱ 所管課評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅲ 外部専門家のコメント

Ⅳ 委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

Ⅴ 前年度委員会評価

1 公共的役割 2 組織体制 3 事業実施 4 財務状況

公益財団法人　暴力団壊滅秋田県民会議 （公益１５）

A A A A

評価結果を受けて実施した経営健全化に向けた取組（概要）

毎期自主事業収益はなく、基本財産運用益、賛助会員からの受取会費、受託収益が主な収益源であり、当年
度も変わりはない。事業費や管理費の支出も、毎期収支均衡になるよう管理されていることから、経営的に
は安定している。貸借対照表における資産の大部分を占める基本財産が、定期預金や安全確実で毎期利息収
入を見込める投資有価証券で運用している限りにおいては、特にリスクはなく、事業の継続性に問題はな
い。

　安定した経営基盤を構築するため、賛助会員数の維持と新規獲得に努め会費収入を確保するほか、事業内容の見直しを行い、
コストの縮減を実施するとの基本方針の下、目標達成に向けた賛助会員獲得活動、費用対効果を考慮した事業計画・収支予算案
に基づいた事業活動・予算執行を推進する。具体的には、運用債券満期償還に伴う運用益の減収に対応して、役員報酬・給料手
当の減額、発送方法変更による通信費の減額のほか、印刷製本費・広報啓発費・支払助成金の減額等を実施している。

A

定款に基づいた暴力団
壊滅のための公益目的
事業を行う法人として
機能している。

A

定款及び事務局規程に
基づいた体制を整備し
ており、理事会等も規
程どおり必要回数を開
催している。 A

暴力相談活動、不当要求
防止責任者講習の実施及
び賛助会員数の維持、会
費納入等の目的を達成し
ている。 A

基本財産を取り崩すこと
無く収支均衡を維持して
おり、財務状況は安定し
ている。

A

当法人は、暴力団員に
よる不当な行為の防止
等に関する法律第32条
の３第１項に規定され
た、暴力団員による不
当な行為の防止及びこ
れによる被害の救済を
目的としており、同条
第２項に規定された公
共的役割が十分に認め
られる。

A

当法人に充て職の役員
はおらず、常勤の専務
理事、事務局長、事務
員、暴力追放相談員各
１名で運営している。
同相談員は専門的知識
を有する職員であり、
体制は十分に整備され
ている。

A

当法人の事業目標達成率
は、暴力団員による不当要
求防止責任者講習受講目
標720人に対して778人、顧
客満足度指数目標75に対
して82、事業資金確保目標
820万円に対して828万円
の実績であり、いずれも目
標を達成している。

A

単年度損益が収支均衡を
達成しており、県からの
出捐金等の取り崩しもし
ていない。また、県から
財政的支援の必要もな
く、財務状況は安定して
おり、法人として当面の
継続が見込まれる。

A

三セクの行動計画上は
「県が実施すべき事業
を主たる事業とする法
人」に位置づけられて
いる。
暴対法に基づく県の暴
力追放運動推進セン
ターとして法定事業を
実施しており、公益性
は高い。

A

プロパー職員の雇用は
ないものの、業務に精
通した常勤の役職員が
配置されており、法人
業務を行う上での組織
体制は整っていると認
められる。

A

事業目標はすべての項目
で達成しており、事業は
適切に実施されていると
認められる。

A

経常ベースでの収支均衡
は保たれており、財務基
盤も安定している。引き
続き、安定経営の継続が
期待される。
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第三セクターの経営評価に関する実施要綱

（趣旨）

この要綱は、第三セクターの設立・運営及び指導監督に関する基本方針（平成第１

２３年３月３０日付け総－１２５５総務部長通知。以下「基本方針」という ）第５。

の３（１）に基づき毎年度県が実施する第三セクターの経営評価に関し、必要な事項

を定めるものとする。

（経営評価の実施）

第三セクターの経営評価は、第３の法人による自己評価、第４の法人所管課によ第２

る所管課評価及び第５の外部専門家の意見をもとに、基本方針第５の４（２）に規定

する第三セクターのあり方に関する検討委員会（以下「検討委員会」という ）が行。

う。

前項の評価基準は、別表のとおりとする。２

（自己評価）

法人は、経営評価の実施に当たり、経営状況の概要を取りまとめるとともに、事第３

業目標、経営指標等の達成状況を検証の上、検討委員会による評価の例により（別表

の評価基準を用いて）自らの経営状況を評価し、その内容を所管課に報告する。

（所管課評価）

所管課は、経営評価の実施に当たり、第３の法人からの報告に基づき、第三セク第４

ターを指導監督する立場から、検討委員会による評価の例により（別表の評価基準を

用いて）法人の経営状況を評価し、その内容を検討委員会の事務局である総務部総務

課に報告する。

（外部専門家の意見）

総務部総務課は、第４の所管課からの報告（その報告のもととなる第３の法人か第５

らの報告を含む ）を受けたときは、その内容を精査するとともに、外部専門家に対。

し、検討委員会が経営評価を行う際に参考となる意見を求める。

（委員会評価）

総務部総務課は、第５の外部専門家からの意見聴取後に評価案を作成するととも第６

に、それを検討委員会に提出し、検討委員会はその評価案を協議して、最終的な経営

評価の結果を決定する。
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（評価結果に基づく取組）

第６の評価後、法人はその結果を検証した上で経営健全化に向けた取組を行うこ第７

ととし、所管課は、基本方針第５の３（２）に基づき経営評価の結果を行動計画の年

度見直しに反映させるなどして、その取組に対し必要な指導を行う。

（重点取組法人の選定）

検討委員会は、第６の経営評価の結果を決定したときは、併せて、重点的に経営第８

改善に向けた具体的な取組を推し進めるべき法人を選定する。

前項の法人は、必要な取組を実施し、その内容及び成果を検討委員会に報告する。２

所管課、外部専門家及び総務部総務課は、第１項の法人に対し、必要な支援、助言３

等を行う。

（補則）

第三セクターの経営評価は、経営概要書及び経営評価表により行うものとし、そ第９

の様式は別に定める。

基本方針第５の３（３）による経営概要書及び経営評価表の公表は、県のウェブサ２

イトに掲載することにより行う。

附 則

この要綱は、平成２７年６月２３日から施行する。
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（第２の２関係）別表

経営評価基準

１ 公共的役割

① 評価の内容

Ａ：公共的役割が十分に認められる法人

Ｂ：相当程度の公共的役割は認められるが、社会経済情勢の変化等により、現に

又は近い将来、そのあり方の見直しに向けた検討が必要と認められる法人

Ｃ：社会経済情勢の変化等により、現に、そのあり方を見直すべき法人

② 評価の視点

○「公共的役割」とは、次のことをいう。

・県の多様な行政目的を効率的かつ効果的に達成するために設立された法人と

して、県施策において重要かつ一定の役割を果たしていること。

・県との適切な役割と責任の分担のもと、協働で、公共的サービスを提供し、

及び県民福祉の向上に寄与していること。

○「公共的役割」を評価する上での留意点は、次のとおり。

・実施事業が公共的（広く県民にサービスを提供するもの）か否か、公共的で

ある場合でも、それが本来県が行うべき事業か否かの視点で判断すること。

・具体的には、実施事業について、民間でも実施可能か（民間に委ねるべき事

業か 、公的事業として法的な根拠があるか、県の基本計画等に位置付けら）

れているか、県から人的派遣が行われているか、などの事実関係により判断

すること。
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２ 組織体制

① 評価の内容

Ａ：組織体制が十分に整備されていると認められる法人

Ｂ：相当程度、組織体制が整備されていると認められるが、安定した法人運営の

観点から、現に又は近い将来、その強化に向けた取組が必要と認められる法

人

Ｃ：現に、組織体制が十分でないと認められる法人

② 評価の視点

○「組織体制」とは、法人を適切に運営し、かつ、事業を確実に執行できる、組

織的及び人的な体制のことをいう。

○「組織体制」を評価する上での留意点は、次のとおり。

・法人運営及び事業実施に関し、役員がその責任と役割を確実に遂行できる状

況にあるか、関係事務を処理するための職員が配置されているかの視点で判

断すること。

・具体的には、取締役会又は理事会が必要数開催されているか、役員が常勤し

ているか、公益法人にあっては充て職者がいないか、常勤の職員（出向者含

む）は配置されているか、プロパー職員（正職員）は配置されているか、な

どの事実関係により判断すること。
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３ 事業実施

① 評価の内容

Ａ：事業実施に係る目標が適切に設定され、かつ、その目標が達成されている法

人

Ｂ：事業実施に係る目標が適切に設定されているが、その目標が達成されていな

い法人

Ｃ：実績が目標を大きく下回っている、又は事業実施に係る目標が適切に設定さ

れていない法人

② 評価の視点

○「事業実施に係る目標」とは、県民サービスの質・量を測るための数的な目標

とし 「目標の達成」とは、実績数値が目標数値を上回っている状態をいう。、

○具体的には、目標が顧客ニーズ等を把握・分析した上で設定されているか、適

切な（不当に高い、又は低いものでない）数値目標となっているか、その目標

を実績が現に上回っているか、などの事実関係により判断すること。
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４ 財務状況

① 評価の内容

Ａ：財務状況が安定しており、当面その継続が見込める法人

Ｂ：財務状況の安定に向け、改善に向けた取組が望まれる法人

Ｃ：財務状況の改善に向け、何らかの措置を講ずる必要がある法人

② 評価の視点

○具体的には、次の事項で判断する。

区 分 株式会社・特別法人 公益法人・一般法人

収支の状況 黒字・赤字(当期損益) 収支均衡(一般正味財産ベース)

剰余金等の状況 剰余金(累積欠損金) 出資金又は出捐金の取崩しの有無

県支援の状況 運営費補助・貸付の有無 同 左

○県支援のうち、個別（運営費以外）の委託、補助及び貸付については、それに

係る事業自体が三セク（法人）事業として適当か否かを「１．公共的役割」で

判断するので、ここでは考慮しない。

○必要に応じ、その他の経営指標についても、適宜考慮する。

５ その他

「１．公共的役割 「２．組織体制 「３．事業実績」及び「４．財務状況」の」、 」

４つの評価を総合した評価は、実施する意義が乏しいため、行わない。
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